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１ 基本的な事項 

（１）市（区域）の概況 

① 自然的、歴史的、社会的・経済的諸条件の概要 

ア 自然的条件 

≪たつの市≫ 

本市は兵庫県の南西部、西播磨地域に位置し、東西 15.7km、南北 29.8 ㎞と南北に長い地形

で 210.87 ㎢の面積を有している。市域の北側には中国山地が広がり、南は瀬戸内海に面し、

南北に貫く形で清流揖保川が流れており、自然環境に恵まれた地域である。 

≪新宮地域≫ 

本市北部に位置する新宮地域（旧揖保郡新宮町）は 99.74 ㎢の面積を有し、南北に流れる

揖保川と東西に流れる栗栖川に沿って平野が開け、その他は比較的急峻な傾斜地や丘陵地で

形成されている。 

 

■表１-１ 面積 

 面積 人口（令和２年国勢調査） 

たつの市 210.87㎢ 74,316人 

新宮地域 99.74㎢  13,554人 

 

イ 歴史的条件 

≪たつの市≫ 

本市は、市内中央部を南北に清流揖保川が流れ、瀬戸内海に面する水運に恵まれ、山陽道、

美作道、筑紫大道、因幡街道が通っている。さらに、播磨随一といわれた室津港を擁してい

ることから、陸路・海路の交通の要衝として発展し、豊かな歴史が育まれ、今にその伝統が

伝えられている。 

龍野城下町は、18 世紀中期頃から戦前までの町家や醤油関係施設などの伝統的建造物が数

多く残っており、商家町、醸造町として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 

また、童謡「赤とんぼ」を作詞した三木露風、歌人矢野勘治、哲学者の三木清、博物学者

大上宇市などの日本を代表する著名な文化人を輩出している。 

本市は、古くから同一の生活圏であり清流揖保川などの自然を共有し、平成 17 年 10 月１

日に、産業、経済、教育、文化等において強い結び付きを持つ、龍野市、新宮町、揖保川町、

御津町との合併により誕生した。 

≪新宮地域≫ 

旧新宮町は、昭和 26 年に西栗栖村、東栗栖村、香島村、越部村と合併し、平成 17 年 10 月

１日には、龍野市、新宮町、揖保川町、御津町の１市３町の合併により、「たつの市」となっ

た。 

ＪＲ播磨新宮駅の北に位置する国指定史跡新宮宮内遺跡は、西播磨を代表する弥生時代の

集落遺跡であるほか、日本最古級の前方後円墳である国指定史跡吉島古墳等をはじめとして、

多数の古墳が確認されている。さらに、兵庫県内唯一の古代山城と中世山城が確認されてい

る城山城跡や香山城跡等、多様な歴史文化遺産が点在する。  
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文化財については、天満神社本殿のほか、菅天神像、瓦製狛犬、播磨国絵図、千本出土鬼

瓦、觜崎磨崖仏、姥塚古墳等が存在し、国や兵庫県の指定文化財となっている。 

 

ウ 社会的条件・経済的条件 

≪たつの市≫ 

本市は、山陽自動車道、国道２号、179 号、250 号が市域を貫き、令和４年３月に山陽自動

車道と中国縦貫自動車道を結ぶ播磨自動車道の全線開通により、南北軸が強化された。さら

に、山陽自動車道と中国縦貫自動車道の東西軸との連携により、広域的な道路アクセスが充

実している。 

鉄道では、ＪＲ山陽本線及びＪＲ姫新線が運行され、東に隣接する姫路市のみならず、阪

神間も通勤圏内となっている。 

本市の土地利用については、旧１市３町の各地域の生活利便施設等が集積する場所を都市

交流拠点とし、公共施設や商業施設の最も集積度が高い龍野地域を中心核と位置づけ、各市

街地を道路や公共交通機関、情報等のネットワークで有機的に連結する多極ネットワーク型

コンパクトシティの実現を目指している。 

令和３年経済センサス活動調査（令和４年５月速報）によると、本市の全産業の従業者数

は 35,345 人（3,453 事業所）であり、うち製造業が 11,789 人（564 事業所）であり、全体の

33.4％と多くを占めている。「製造業」「漁業」「複合サービス事業（農協や漁協等）」の就業

者比率については、全国の就業者比率より高く、製造業においては、「化学工業」「プラスチ

ック製品製造業」「食料品製造業」等が製造品出荷額の上位を占めており、皮革、醤油、手延

素麺などの地場産業がこれに貢献している。 

≪新宮地域≫ 

新宮地域は、播磨自動車道及び国道 179 号が地域内を貫き、播磨自動車道の全線開通によ

り、道路アクセスが強化されたため、地域内において、新たな産業の誘致のほか、災害に強

い道路機能の確保、救急医療活動への活用等が期待される。 

鉄道では、ＪＲ姫新線が運行され、通勤、通学などの移動手段として利用されている。 

当地域は、ＪＲ播磨新宮駅を中心に市街地が形成されているほか、周辺には、「食料品製

造業」「化学工業」「鉄鋼業」などの工場等が立地しており、西部にある上郡町、佐用町と

の１市２町にまたがる播磨科学公園都市では、世界最大級の大型放射光施設「SPring-8」や

同施設敷地内に兵庫県が設置したニュースバル放射光施設、同施設に隣接するⅩ線自由電子

レーザー施設「SACLA」を利用した研究や開発が行われているほか、県立粒子線医療センター

では最先端のがん治療が行われる等、先端技術、研究施設の集積地としての一面を有してい

る。 
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② 人口動向及び新宮地域の過疎地域指定に至る状況等 

≪たつの市≫ 

たつの市全体の人口は減少が続いており、令和２年国勢調査の人口は旧 1 市３町合併時の

平成 17年と比較して 7,245人（8.9％）減の 74,316人となっている。 

≪新宮地域≫ 

新宮地域の人口は令和２年（13,554 人）と平成 17 年（16,743 人）を比較すると 3,189 人

（19.0％）減少しており、年齢３区分別の人口でみても、０～14 歳の人口減少率、15～64 歳

の人口減少率、高齢者比率はいずれもたつの市全体よりも高く、少子高齢化が顕著である。 

 ≪新宮地域の過疎地域指定に至る状況等≫ 

このような状況の中、令和３年４月１日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法（令和３年法律第 19 号）」において、令和２年国勢調査の結果を受けて、新

宮地域が過疎要件の基準値（人口要件（中期）：平成７年から令和２年までの 25 年間で 23％

以上減少、財政力要件：平成 30 年度から令和２年度までの３か年平均の財政力指数が 0.64

以下）に達したため、令和４年４月１日に過疎地域（一部過疎）として指定された。 

これまでも本市では、人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を定めた

「たつの市人口ビジョン」及びその実現のための目標や施策の基本的方向、具体的方策をま

とめた「第２期たつの市まち未来創生戦略」を定め、雇用の創出や人口の流出抑制、定住促

進、結婚・出産・子育ての支援、公共交通や住環境の整備などの取組を進めており、今後も

持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した、地域活力の更なる向上が図られる取

組が必要である。 

 

③ 社会経済的発展の方向性 

≪たつの市≫ 

本市の 15 歳以上就業人口は、昭和 55 年から平成７年までにかけて増加している一方、平

成７年から令和２年までにかけては、減少し続けている。産業毎の就業人口割合の推移をみ

ると、昭和 55 年には就業人口総数の 8.5％だった第１次産業就業人口の割合が、令和２年に

は 3.1％となっている。 

また、第２次産業就業人口の割合も昭和 55 年の 48.7％から減少し、令和２年に 34.9％と

なっている。第３次産業就業人口の割合は昭和 55 年の 42.7％から増加を続け、令和２年には

58.5％となっている。 

≪新宮地域≫ 

新宮地域の 15 歳以上就業人口は、減少を続けており、令和２年には 6,383 人となっている。

産業毎の就業人口割合については、第１次産業と第２次産業はおおむね減少傾向にある一方、

第３次産業は増加し、令和２年には 55.9％を占めており、たつの市全体とほぼ同様の比率で

ある。 

社会経済の発展に向けた方向性として、中長期的な視点から、生産に従事する現役世代の

人口増加や市内外の多様な交流機会の増加を通じ生産性の向上に努める必要がある。また、

既存産業への支援の拡充や地域の個性を生かせるような戦略を検討する必要がある。  
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「第２次たつの市総合計画」（平成 29 年度～令和８年度）では、農林水産業においては、

効率的・安定的な経営を目指し、担い手の育成やブランド化、６次産業化、地産地消を推進

し、特に農業では、農地の基盤整備と集積・集約化をはじめ、地域の維持管理活動に対して

積極的に支援することとしている。 

また、地場産業の更なる発展と企業立地を推進するとともに、起業に向けた環境整備のた

め、新たな支援施策を展開し、商工業の振興と雇用の創出に努めることとしている。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移と動向 

■表１-２（１）人口の推移（国勢調査）≪たつの市≫ 

区 分 
昭和 55年 平成２年 平成７年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 81,167 人 83,045 人 2.3％ 83,431 人 0.5％ 

0～14 歳 20,511 人 16,441 人 △19.8％ 14,105 人 △14.2％ 

15～64 歳 51,968 人 55,601 人 7.0％ 55,876 人 0.5％ 

 うち 15～29 歳（a） 15,755 人 16,493 人 4.7％ 17,354 人 5.2％ 

65 歳以上（ｂ） 8,685 人 11,003 人 26.7％ 13,442 人 22.2％ 

(a)/総数 

若年者比率 
19.4％ 19.9％ - 20.8％ - 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
10.7％ 13.2％ - 16.1％ - 

 

区 分 
平成 17年 平成 27年 令和２年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 81,561 人 △2.2％ 77,419 人 △5.1％ 74,316 人 △4.0％ 

0～14 歳 11,840 人 △16.1％ 10,188 人 △14.0％ 8,995 人 △11.7％ 

15～64 歳 52,606 人 △5.9％ 45,127 人 △14.2％ 40,382 人 △10.5％ 

 うち 15～29 歳（a） 13,754 人 △20.7％ 10,848 人 △21.1％ 9,278 人 △14.5％ 

65 歳以上（ｂ） 16,823 人 25.2％ 21,867 人 30.0％ 22,963 人 5.0％ 

(a)/総数 

若年者比率 
16.9％ - 14.0％ - 12.5％ - 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
20.6％ - 28.2％ - 30.9％ - 

※総数には年齢不詳を含む場合があり、内訳の合計と一致しない。 

 

■表１-２（２）人口の推移（国勢調査）≪新宮地域≫ 

区 分 
昭和 55年 平成２年 平成７年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 17,348 人 17,157 人 △1.1％ 17,519 人 2.1％ 

0～14 歳 4,263 人 3,440 人 △19.3％ 2,929 人 △14.9％ 

15～64 歳 11,076 人 11,230 人 1.4％ 11,444 人 1.9％ 

 うち 15～29 歳（a） 3,380 人 3,220 人 △4.7％ 3,800 人 18.0％ 

65 歳以上（ｂ） 2,009 人 2,487 人 23.8％ 3,145 人 26.5％ 

(a)/総数 

若年者比率 
19.5％ 18.8％ - 21.7％ - 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
11.6％ 14.5％ - 18.0％ - 

 

区 分 
平成 17年 平成 27年 令和２年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 16,743 人 △4.4％ 14,720 人 △12.1％ 13,554 人 △7.9％ 

0～14 歳 2,263 人 △22.7％ 1,680 人 △25.8％ 1,326 人 △21.1％ 

15～64 歳 10,760 人 △6.0％ 8,490 人 △21.1％ 7,395 人 △12.9％ 

 うち 15～29 歳（a） 3,179 人 △16.3％ 2,178 人 △31.5％ 1,879 人 △13.7％ 

65 歳以上（ｂ） 3,718 人 18.2％ 4,531 人 21.9％ 4,720 人 4.2％ 

(a)/総数 

若年者比率 
19.0％ - 14.8％ - 13.9％ - 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
22.2％ - 30.8％ - 34.8％ - 

※総数には年齢不詳を含む場合があり、内訳の合計と一致しない。 
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■表１-３（１） 人口の見通し（たつの市人口ビジョン）≪たつの市≫  

 

 

区 分 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

総 数 75,166 人 74,548 人 73,932 人 73,309 人 72,693 人 72,089 人 71,481 人 

0～14 歳 9,247 人 9,078 人 8,908 人 8,736 人 8,566 人 8,436 人 8,307 人 

15～64 歳 42,627 人 42,202 人 41,781 人 41,356 人 40,935 人 4,0561 人 40,185 人 

65 歳以上 23,292 人 23,268 人 23,243 人 23,217 人 23,192 人 23,092 人 22,989 人 

 
 

■表１-３（２） 人口の見通し（たつの市人口ビジョン）≪新宮地域≫ 

 

 

区 分 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 

総 数 13,484 人 13,386 人 13,288 人 13,188 人 13,090 人 12,991 人 12,889 人 

0～14 歳 1,329 人 1,305 人 1,280 人 1,255 人 1,231 人 1,213 人 1,192 人 

15～64 歳 7,388 人 7,321 人 7,255 人 7,188 人 7,122 人 7,064 人 7,005 人 

65 歳以上 4,767 人 4,760 人 4,753 人 4,745 人 4,737 人 4,714 人 4,692 人 

 

 

② 産業の推移と動向 

■表１-４（１） 産業の推移（国勢調査）≪たつの市≫ 

区 分 昭和 55年 平成２年 平成７年 平成 17年 平成 27年 令和２年 

総 数 36,894 人 38,878 人 40,327 人 37,710 人 35,505 人 34,840 人 

第１次産業就業人口比率 8.5％ 5.2％ 4.7％ 3.9％ 2.9％ 3.1％ 

第２次産業就業人口比率 48.7％ 48.8％ 46.2％ 40.5％ 36.2％ 34.9％ 

第３次産業就業人口比率 42.7％ 45.9％ 49.0％ 55.2％ 58.2％ 58.5％ 

※分類不能な産業があるため就業人口比率の合計は 100％とならない。 

 

■表１-４（２） 産業の推移（国勢調査）≪新宮地域≫ 

区 分 昭和 55年 平成２年 平成７年 平成 17年 平成 27年 令和２年 

総 数 8,232 人 8,207 人 8,435 人 7,681 人 6,731 人 6,383 人 

第１次産業就業人口比率 8.2％ 4.3％ 4.0％ 3.0％ 2.2％ 3.2％ 

第２次産業就業人口比率 50.0％ 52.6％ 48.8％ 43.4％ 38.3％ 36.8％ 

第３次産業就業人口比率 41.7％ 43.1％ 47.2％ 53.0％ 57.1％ 55.9％ 

※分類不能な産業があるため就業人口比率の合計は 100％とならない。  

推計 

推計 
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（３）行財政の状況 

① 行財政の状況 

近年、多様化する市民ニーズに対して、厳しい財政状況の中でそれらに対応するには、財

源の効率的かつ重点的な配分が必要であり、事業の見直し等による行財政の合理化、健全化

が求められる。 

本市の財政状況については、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に対応するため国

庫補助金が増加したことにより、全体としては増収となっているが、平成 22 年度から平成 27

年度までにかけて増加していた市税収入などの一般財源となる歳入が令和２年度には減少に

転じている。合併から 15 年が経過し、普通交付税の合併特例期間が終了したことや、人口減

少等の影響を受け、今後も普通交付税をはじめとした歳入の減少が見込まれる。 

このような状況において、人口減少・少子高齢化などの社会構造の変化やポストコロナに

対する社会保障関係経費、老朽化する公共施設や社会インフラの更新が必要となり、更に財

政状況は厳しいものになると見込まれるため、施策推進と行財政改革の双方の整合性を図り

ながら、自治体運営を推進する必要がある。 

 

■表１-５ 市財政の状況≪たつの市≫                                   

区 分 平成 22年度 平成 27年度 令和２年度 

歳入総額 A 35,376,820 千円 36,704,508 千円 49,115,181 千円 

一般財源 21,857,783 千円 23,023,414 千円 22,470,104 千円 

国庫支出金 4,975,403 千円 3,539,827 千円 13,423,057 千円 

都道府県支出金 1,879,890 千円 2,153,790 千円 2,374,180 千円 

地方債 3,736,765 千円 3,458,465 千円 5,972,659 千円 

 うち過疎対策事業債 -千円 -千円 -千円 

その他 2,926,979 千円 4,529,012 千円 4,875,181 千円 

歳出総額 B 34,693,953 千円 35,299,507 千円 47,489,639 千円 

義務的経費 15,408,956 千円 14,034,187 千円 16,016,160 千円 

投資的経費 4,421,849 千円 2,580,389 千円 7,549,785 千円 

 うち普通建設事業 4,373,096 千円 2,568,791 千円 7,542,172 千円 

その他 14,863,148 千円 18,684,931 千円 23,923,694 千円 

歳入歳出差引額 C（A-B） 682,867 千円 1,405,001 千円 1,625,542 千円 

翌年度へ繰越すべき財源 D 50,033 千円 85,945 千円 422,920 千円 

 実質収支 C－D 632,834 千円 1,319,056 千円 1,202,622 千円 

財政力指数 0.61 0.58 0.56 

公債費負担比率 16.6％ 14.0％ 14.3％ 

実質公債費比率 14.8％ 13.3％ 10.2％ 

起債制限比率 -％ -％ -％ 

経常収支比率 86.0％ 84.2％ 87.7％ 

将来負担比率 80.1％ 45.1％ 11.9％ 

地方債現在高 38,773,088 千円 37,210,275 千円 41,686,444 千円 
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② 公共施設の整備水準等の状況 

主要公共施設等の整備水準について、令和２年度末現在の市道改良率はたつの市全体が

69.6％に対し、新宮地域は 47.5％、市道舗装率はたつの市全体が 95.8％に対し、新宮地域が

92.5％となっており、いずれも新宮地域の数値が低い状況となっているが、山間部を除く市

道の整備はおおむね完了している。 

また、水道普及率はおおむね 100％、水洗化率については、たつの市全体、新宮地域ともに

おおむね 95％となっている。 

 

■表１-６（１） 主要公共施設等の整備状況（公共施設状況調査等）≪たつの市≫ 

区 分 昭和 55年度末 平成２年度末 平成 12年度末 平成 22年度末 令和２年度末 

市町村道 

 
改良率（％） 27.1 49.8 63.1 68.0 69.6 

舗装率（％） 52.1 76.4 86.9 93.1 95.8 

農道 

 延長（ｍ） 27,823 29,044 79,877 82,936 101,852 

耕地１ha 当たり農道

延長（ｍ） 
7.1 7.5 22.6 40.5 58.3 

林道 

 延長（ｍ） 18,622 17,254 17,254 16,026 16,026 

林野１ha 当たり林道

延長（ｍ） 
10.5 9.7 9.7 9.0 9.0 

水道普及率（％）※ - - 99.7 99.9 99.9 

水洗化率（％） - - 64.2 90.3 94.9 

人口千人当たり病院、診

療所の病床数（床） 
9.7 12.9 13.1 14.6 14.7 

※水道普及率は、たつの市水道事業（龍野地区全域、揖保川地区半田、片島の一部、新宮地区（光都を除く））の数値。 

■表１-６（２） 主要公共施設等の整備状況（公共施設状況調査等）≪新宮地域≫ 

区 分 昭和 55年度末 平成２年度末 平成 12年度末 平成 22年度末 令和２年度末 

市町村道 

 
改良率（％） 4.6 22.3 39.5 46.1 47.5 

舗装率（％） 12.4 47.0 65.3 84.2 92.5 

農道 

 延長（ｍ） 9,934 10,445 11,994 10,947 10,947 

耕地１ha 当たり農道

延長（ｍ） 
9.5 10.0 11.8 22.3 25.1 

林道 

 延長（ｍ） 13,537 12,169 12,169 10,941 10,941 

林野１ha 当たり林道

延長（ｍ） 
9.7 8.8 8.8 7.9 7.9 

水道普及率（％）※ - - 100.0 -※ -※ 

水洗化率（％） - - 62.3 90.0 94.5 

人口千人当たり病院、診

療所の病床数（床） 
2.3 5.6 6.7 15.9 19.0 

※水道普及率は、たつの市水道事業（新宮地区（光都を除く））の数値。平成 22 年度末及び令和２年度末については、たつの

市水道事業の給水区域でのみ数値を算出しているため、不明。  
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

兵庫県過疎地域持続的発展方針において掲げる理念である「一人ひとりが望む働き方や質の高

い暮らしが実現できる地域づくり」及び３つの取組方針「①地域への人の流れの拡大」「②地域を

支える産業の振興」「③安心して豊かな生活が送れる地域づくり」に基づくとともに、「第２次た

つの市総合計画」や「第２期たつの市まち未来創生戦略」に沿った取組を推進する。 

具体的には、SDGs（持続可能な開発目標）※の視点を持って、５つの基本目標「安全・安心なま

ちづくり」「やすらぎづくり」「ひとづくり」「にぎわいづくり」「ふるさとづくり」に基づいて、

地域資源を十分活用しつつ、地域住民・行政・団体・企業等、あらゆる主体が連携・協働しなが

ら自立した地域づくりに取り組むこととし、新宮地域を更に成長させ、持続的な発展を図るもの

とする。 

取組の推進に当たっては、「バックキャスティング」の思考、「ワイズ・スペンディング」の徹

底により、効率的な人員配置、公共施設等の再編、スマート自治体への転換、受益者負担の適正

化等、健全財政を堅持するための行財政改革を積極的に進めるとともに、事業の平準化、選択と

集中及び優先順位による施策を実施し、持続可能な行政運営に努めることとする。 

 

≪まちづくりの将来像≫ 

みんなで創る 快適実感都市「たつの」 

 

≪まちづくりの基本目標≫ 

基本目標１ 安全・安心なまちづくりへの挑戦 

～自然を守り、だれもが安全に安心して住み続けたくなるまち～ 

基本目標２ やすらぎづくりへの挑戦 

      ～子育てにやさしく、すべての市民が健やかに暮らせるまち～ 

基本目標３ ひとづくりへの挑戦 

      ～学都たつのの輝きと歴史・文化が薫るまち～ 

基本目標４ にぎわいづくりへの挑戦 

      ～新たな地域産業の創出と観光立市を目指すにぎわいのまち～ 

基本目標５ ふるさとづくりへの挑戦 

       ～市民や地域と協働し、地域力あふれるまち～ 

 

 

 

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015 年の国

連サミットで採択された、2030 年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標であり、全

ての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さな

い」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実

現のため、17 のゴール及び細分化された 169

のターゲットから構成されている。 

  

※SDGs（持続可能な開発目標） 
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

新宮地域の人口減少の要因として、社会動態の規模が縮小しながらも転出超過が続いているこ

とによる社会減と、少子高齢化の進行による自然減が加速していることが挙げられるため、「第２

期たつの市まち未来創生戦略」に基づき、定住・転入促進、転出抑制などの社会増対策、子育て

支援や結婚支援などの自然増対策により、人口の減少抑制を図る。 

また、企業誘致や起業家の育成、既存企業への支援強化等による雇用の創出、安心して子育て

できる経済的安定の確保と子育て・教育環境の充実をはじめ、本市の魅力の効果的なＰＲ等、定

住を促進する施策を展開し、人口減少のスピードを緩やかに導き、令和９年の将来人口フレーム

並びに自然動態及び社会動態に関する目標は以下のとおりとする。 

≪将来人口フレーム≫ 

 目標値 

たつの市 72,000人 

新宮地域 13,000人 

 

≪自然動態に関する目標≫ 

 目標値 

合計特殊出生率 
たつの市 1.60 

新宮地域 1.60 

年間出生数 
たつの市 386人維持 

新宮地域 52人維持 

 

≪社会動態に関する目標≫ 

 目標値 

転入転出の差 

（転入-転出） 

たつの市 ▲200人 

新宮地域 ▲70人 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画の推進に当たっては、毎年度、「たつの市まち未来創生戦略推進委員会」において、効果

検証・評価等を行う。会議資料については、本市ホームページにて公開する。 

 

（７）計画期間 

本計画の実施期間は令和４年４月１日から令和９年３月 31日までの５年とする。  
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（８）公共施設等総合管理計画との整合 

「たつの市公共施設等総合管理計画」では、次の３点を基本方針として、人口減少、少子高齢

化が進む中での公共施設やインフラの管理運営、維持更新の方針を定めている。 

 

基本方針１ 施設の再編による施設保有量の縮減 

①施設のあり方や必要性を検討し、機能的に重複した施設等の再編を行う。 

②施設の統廃合、複合化、用途見直し、施設規模の縮小・減築等を行い、保有量を縮減する。 
 

基本方針２ 計画保全による施設の長寿命化 

①施設ごとに使用目標年数を定め、施設を長寿命化し、計画的に維持更新する。 

②定期的な点検、診断を行い、施設の安全性を確保する。 
 

基本方針３ 保有形態の見直しによる効率的な管理運営 

①民間の活力や資金、ノウハウを最大限活用する。 

②民間や地元等への移管も含め、施設の保有形態を見直す。 
 

本計画に記載する全ての公共施設等の整備については、「たつの市公共施設等総合管理計画」と

の整合性を図るものとする。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材の育成 

（１）現況と問題点 

ア 移住・定住 

新宮地域の人口は減少が続いており、移住・定住施策については、若い世代を中心とした都

市部から地方への移住・定住を進めるため良質な住宅地の提供に努める必要がある。また、本

市の空き家については、たつの市空き家相談センターを開設し、利活用を推進しているが、新

宮地域においても、管理不全な状態の空き家が多く、空き家の適正管理等を促進する必要があ

る。 

さらに、移住・定住施策については、本市のみでなく播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成

市町との広域的な連携により、生活に必要な機能を確保・充実させるとともに、安心で快適に

暮らせる魅力あるまちの形成に努める必要がある。 

 

イ 地域間交流 

人口減少・少子高齢化により、人口構造がアンバランスになっており、今後地域コミュニテ

ィ機能の維持に影響を及ぼすおそれがある。誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけ

るよう、地域住民、行政、民間企業等が相互に支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域を共に創っていくことができる地域共生社会の実現と地域における包括的な支援体制の充実

を図る必要がある。 

また、結婚を希望する人に向けた支援として、出会いに関する情報提供を充実させる必要が

ある。 

地域コミュニティ維持の担い手の一人として、在住外国人の積極的な社会参加を促すため、

市民と交流する機会を増やす必要がある。また、地域間・世代間交流が希薄化する中、まちづ

くりに積極的に関与する人材の発掘や人的交流・文化交流を充実させる取組が必要である。  

地域住民の活動や交流拠点としての機能を担うコミュニティセンターや福祉会館については、

引き続き、適切な維持管理に努める必要がある。 

 

ウ 人材育成 

地域の持続的発展には、郷土愛に満ち、新たな視点やグローバル的観点で包摂的な社会の実

現に資する人材及び地域活力を支える人材が求められ、地域の課題を地域で解決できる自立し

たまちづくりを進める必要がある。 

 
 

  



 

13 

 

（２）その対策 

ア 移住・定住 

●デジタルＰＲコンテンツ等を積極的に活用するとともに、移住相談会や移住体験ツアーを行

う等、主に都市部からのＵＩＪターンを促進する。 

●特に若者、子育て世代の移住・定住を促進するため、住宅取得補助、奨学金返還支援や幅広

い子育て支援など総合的な移住・定住施策を行い、安心して暮らせるまちづくりを推進する。 

●空き家の利活用を促進するため、空き家バンクへの登録を促すとともに、空き家バンクの登

録物件の流通促進を支援する。 

●近年の若い世代を中心とした都市部から地方へ移住・定住しようとする潮流の高まりを好機

と捉え、受け皿となる良質な住宅地の供給に努めるため、市所有未利用地の活用を進める。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、空き家等情報バンク制度連携事業や定

住促進共同情報発信事業、婚活支援事業を実施する。 

 

イ 地域間交流 

●高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりや社会参加の場

の創出に取り組む。 

●結婚を希望する人への婚活イベント情報等を発信し、結婚のきっかけづくりを支援する。 

●姉妹都市との交流を継続するとともに、姉妹都市での交流事業に積極的に参加し、人的交

流・文化交流の充実を図る。 

●たつの市国際交流協会を核として、国際交流体制の確立を図り、在住外国人との交流イベン

トや講演会、英会話教室等の国際交流事業を支援するとともに、多文化共生サポートセンタ

ーを中心に、生活情報の提供や様々な相談に対応し、外国人が住みやすいまちを目指す。 

●大学生による地域創生アイデアコンペを実施し、新たな地域活性化につながる政策アイデア

を募るとともに、大学生がフィールドワークを行うことで、将来的な移住者につながること

が期待される関係人口の増加を図る。 

●コミュニティセンター等の更なる環境充実により、地域住民の活動・交流拠点の強化を図り、

地域コミュニティづくりを推進する。 

 

ウ 人材育成 

●地域コミュニティの担い手となる人材育成のため、自立のまちづくり事業等を通じ、地域の

課題を自ら解決する過程において、世代間交流による地域コミュニティの結束力強化や地域

住民の当事者意識の醸成を図る。 

●市内在住外国人が日本語学習の機会等を通じ、日常生活及び社会生活を市民と共に円滑に営

むことができる環境整備に努める。 

●多文化共生社会推進事業を通じ、海外の文化や習慣に慣れ親しむ機会を提供し、国際感覚を

備えた人材の育成に努める。 
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■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

転入転出の差（新宮地域） 人 △70 △70 

 

 

（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・

定住・地域

間交流の促

進、人材育

成 

（1）移住・定住 

 

（4）過疎地域持続的

発展特別事業 

移住・定住 

公有財産売払事業 

市道修繕事業 

 

 

ウェルカムたつの！移住定住応援事業 

定住促進住宅取得支援事業 

若者定住促進奨学金返還支援事業 

三世代同居定住促進住宅改修支援事

業 

空き家対策総合推進事業 

ＳＮＳ発信事業 

市 

市 

 

 

市 

市 

市 

市 

 

市 

市 

Ｒ５追加 

Ｒ５追加 

 

 

 

 

 

Ｒ５追加 

 

 

Ｒ６追加 

地域間交流 支え合いの地域づくり事業 

姉妹都市交流推進事業 

多文化共生社会推進事業 

大学生による地域創生アイデアコンペ事業 

市 

市 

市 

市 

Ｒ７変更 

 

 

 

人材育成 多文化共生社会推進事業 市 Ｒ７変更 
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３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

ア 農業 

新宮地域の経営耕地面積は 437ha で、１経営体当たりの平均耕作面積は 148a であり、農作物

は稲作が中心で、野菜、果樹等も栽培されている。また、兼業農家への移行や離農等が進み、

耕作放棄地や荒廃地が多く見受けられるようになっている。 

また、農業従事者の高齢化と後継者不足により、農業の衰退が懸念されている。集団農地に

おける営農手法の検討のほか、農業生産性の向上を図るため、ほ場整備の推進が必要である。 

さらに、近年、野生動物の生息域の拡大により、農業被害が増大しているため、適正な農地

の管理について、行政及び地元自治会等で取り組む必要がある。 

 

イ 畜産業 

新宮地域では養鶏及び養豚が営まれており、養鶏は 10 万羽以上の規模、養豚は小規模で経営

されており、いずれも経済的損失を招く鳥インフルエンザウイルスや豚熱などの家畜伝染病の

発生予防・防疫体制の確保が重要である。 

 

ウ 林業 

新宮地域の林野面積は 7,295.5ha で、うち人工林面積は 2,381.5ha であり、32％を占めてい

る。人工林は杉、檜が主体で良質材の生産に向け、除伐、間伐を計画的に実施する等、健全な

森林施業管理が必要である。また、森林施業の共同化、機械化には、林道や作業道等の施設整

備が急務である。 

 

エ 企業誘致及び起業の促進、雇用創出 

播磨科学公園都市では、企業立地の優遇制度の実施により、多くの企業が進出している。ま

た、播磨自動車道の全線開通により交通環境が更に充実したことから、今後は新宮地域の産業

集積地や幹線道路沿道等において、土地利用の規制緩和を図り、製造業及び流通業等を誘導す

る必要がある。 

さらに、既存事業者及び創業予定者に対して支援を行い、産業及び地域の活性化、雇用創出、

定住促進を図っている。 

地域事業所の合同説明会等の開催や雇用確保に努める企業への支援について、今後も市内企

業の情報提供、魅力を様々な年齢層に発信する等、包括的な就労支援により就労意識の形成を

図る必要がある。 
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オ 商工業 

龍野商工会議所、たつの市商工会及び市内金融機関を通じて、低金利での融資の支援、中小

企業者の経営基盤や資本投資の強化等、商工業の振興を図っている。また、商業団体が実施す

る地域住民との交流、にぎわいを創出するイベントや商業団体の情報を掲載した冊子を作成し、

発行する魅力発信事業、共同施設改修事業等により企業支援を行っている。 

一方、中小企業経営者の高齢化や後継者不足が社会的な課題となっており、将来の事業承継

に不安を抱える事業者に対する支援が必要である。 

また、今後ポストコロナ社会への対応が求められる中、キャッシュレス決済やＥＣサイト、

テレワークの導入等、新たなビジネスモデルへの転換に取り組む事業者への支援が必要である。 

 

カ 情報通信産業 

情報通信技術（ＩＣＴ）の発展に伴い、社会は大きく変化しており、さらに、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により、感染予防を念頭に置いた行動が求められた結果として、オンライ

ン環境が急速に普及し、リモートワークにみられるような、場所を問わない新たな働き方が広

まりつつある。 

このような社会情勢を捉えた多様な働き方の普及に対応した環境整備を図る必要がある。 

 

キ 観光 

新宮地域への誘客を図るため、自然環境、文化財、観光資源や志んぐ荘、道の駅しんぐうを

はじめとして点在する観光施設をつなげた市内周遊を促進することが重要である。 

また、観光客の滞在時間の延伸や観光消費の拡大を図るため、観光資源や観光施設の魅力を

高める必要がある。志んぐ荘についても、快適なサービスの提供により施設の魅力向上に努め

る必要がある。 

古代と中世の山城が存在し、多くの遺構が残る城山城跡は、市内外から多くの登山客が来訪

し、城跡の散策や尾根の縦走等が楽しまれており、登山道等の整備を進めている。更なる登山

客を誘致するため、兵庫県が実施している「山城復活プロジェクト」と連携した取組が必要で

ある。 

さらに、市内における龍野地域の重要伝統的建造物群保存地区や御津地域の日本遺産の北前

船関連文化財等と合わせ、たつのならではの地域資源を活用した観光プログラムを提案するこ

とにより、観光客の周遊性を高めた着地型観光の推進や、市民・観光関連団体・宿泊施設・西

播磨地域の市町等と連携しながら、ＪＲの各駅を拠点とした、交通結節点機能等の強化及び向

上を図る必要がある。 

さらに、体験型ツーリズム、イベントの実施や、観光資源のブランド化、来訪者の受入体制

の充実による交流人口の増加を図るとともに、関係人口についても創出、拡大に取り組むこと

が必要である。 

新宮地域においては、各種公園施設を有しており、四季を通じた特色ある魅力の発信による

誘客と地域住民の憩いと安らぎの場及びコミュニティの場としての機能を確保する必要がある。 
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（２）その対策 

ア 農業 

●認定農業者や集落営農組織に対して法人化に向けた推進を行うとともに、広域連携を図る。 

●地域合意による集落営農の組織化、女性や定年帰農者等が農村で活躍する場を広げ、多様な

担い手による活力ある農村づくりを目指す。 

●スマート田んぼダムの普及やドローンによる農薬散布などの先端技術を活用したスマート農

業を促進する。 

●有効かつ効率的な農業生産体制の構築を目指すため、農地の区画整理や排水改良を実施し、

農業生産性の向上を図る。 

●ため池の老朽化による災害の未然防止と農業用水確保のため、農業水利施設の廃止を含めた

計画的な更新整備と長寿命化を推進する。 

●農業用水の安定確保を図るため、用排水施設の計画的かつ効率的な更新整備を行うとともに、

農業水利施設の持つ多面的機能の発揮を促進し、また、適時の診断や予防保全対策により施

設の長寿命化を推進する。 

●鹿、猪などの有害鳥獣による農業被害を低減するため、自治会、猟友団体等との協力体制を

確立し、集落ごとの獣害痕跡調査及び有害鳥獣捕獲活動を実施するとともに、有害鳥獣捕獲

活動に従事する狩猟者確保のための狩猟免許取得等費用の一部補助、防護柵の設置等を支援

する。 

●６次産業化による農業者の所得向上や新たな雇用を創出する。 

●消費者ニーズに対応した付加価値の高い農産物の栽培面積の拡大を継続的に促進し、たつの

市産の知名度を向上させるとともに、ブランド化を図る。 

 

イ 畜産業 

●兵庫県と連携し、鳥インフルエンザウイルス及び豚熱などの家畜伝染病感染拡大防止に必要

な資材の確保及び飼養者への啓発を行う。 

 

ウ 林業 

●水土保全機能を確保していくため、環境林としての山林整備を進める。 

●森林経営管理制度を活用し、木材の生産林として適切な森林管理を促すとともに、災害に強

い森づくりの取組として、自然環境に配慮した森林保全や林道、作業道等の施設整備を推進

する。 

 

エ 企業誘致及び起業の促進、雇用創出 

●企業立地奨励金交付や固定資産税の課税免除等の優遇制度、規制緩和及び交通アクセスの利

便性等の地域特性を含めたＰＲの実施等により、本社機能の誘致を含めた企業進出や留置を

推進する。 

●新たな産業の育成を図るため、起業、創業への取組や新ビジネスへのチャレンジを支援し、

地域経済の活性化に努める。 

●地域産業を発展させるため、産業集積地や幹線道路沿道等において、土地利用の規制緩和を

図る。  
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●公共職業安定所などの労働関係機関や地域経済団体、播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成

市町とのネットワークを強化し、雇用機会の拡大と創出に努める。 

 

オ 商工業 

●資金、設備、技術、人材、情報等に関わる支援を通じ中小企業者の経営基盤強化を図るとと

もに、今後の社会情勢を見据え、新たな働き方に取り組む企業への支援に努める。 

●商店街等が取り組む事業への支援や、空き店舗の有効活用等、商業団体等との連携による商

店街の再生支援に取り組む。 

●事業承継相談窓口を設置し、後継者不足により事業承継に課題を抱えている市内事業者を支

援する。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、地域事業所の合同説明会等の開催や雇

用確保に努める企業を支援し、就職機会の増加を図る。 

 

カ 情報通信産業 

●ＩＴ関連事業者の創業を支援し、市内の産業振興、地域活性化、若年層の雇用及び定住の促

進を図る。 

 

キ 観光 

●恵まれた自然環境、文化財、観光資源といった地域資源を、関係団体等と連携しながら、市

内外に情報発信し、四季を通じた誘客に努める。 

●シティプロモーションや体験型ツーリズム、イベントの実施などの観光振興や、観光資源の

ブランド化、来訪者の受入体制の充実による交流人口の増加を図るとともに、関係人口の創

出、拡大に取り組む。 

●播磨圏域連携中枢都市圏、播磨科学公園都市圏域定住自立圏等の連携による観光ネットワー

クにより情報発信を行うとともに、ＪＲ姫新線等の利用による観光地の周遊性向上を図る。 

●道の駅しんぐうにおいて、「ふるさとたつの」の情報発信に加え、特色ある事業を企画し、観

光客の誘致を図る。 

●国民宿舎志んぐ荘の魅力を向上させるため、施設整備を行い、更なるサービスの充実を図る。 

●公園施設の老朽化対策やバリアフリー化等、観光客をはじめ、全ての人が利用しやすい、快

適で魅力ある都市公園を目指す。 

●駅前駐車場や駐輪施設などの老朽化した施設を改修し、利便性や快適性の向上を図る。 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

観光入込客総数（新宮地域） 万人 23.6 34.5 
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（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の

振興 

（1）基盤整備 

農業 

 

農業競争力強化農地整備事業（上笹地区） 

農村地域防災減災事業 

 

県 

県 

 

 

林業 県単独補助治山事業 市  

（3）経営近代化施設 

 林業 

 

林道長寿命化事業 

 

市 

 

（9）観光又はレクリ

エーション 

 

公園整備事業（都市公園整備） 

駅施設管理事業 

 

市 

市 

 

 

（10）過疎地域持続

的発展特別事業 

第１次産業 

 

 

新規就農総合支援事業 

農産物ブランド力アップ事業 

大豆生産農業機械導入支援事業 

ベビー木育ギフト事業 

 

 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

Ｒ５変更 

Ｒ６追加 

Ｒ６追加 

商工業・６次産業化 就職支援事業 

就職フェア実施事業 

中小企業金融対策事業 

事業承継促進支援事業 

たつの産品ＰＲ販売事業 

市 

市 

市 

市 

市 

Ｒ６変更 

Ｒ５追加 

 

Ｒ７変更 

Ｒ６変更 

情報通信産業 ＩＴ関連事業所開設支援事業 市  

観光 観光誘客戦略事業 

新宮観光資源整備事業 

観光地Ｗｉ－Ｆｉ運営事業 

定住自立圏域観光魅力ＰＲ事業 

たつの市ＰＲ事業 

国民宿舎事業 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

Ｒ６変更 

 

 

企業誘致 企業立地奨励事業 市  

その他 創業支援事業 市  
 
 

（４）産業振興促進事項 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第 23 条及び第 24 条に規定する産業振興促

進区域及び振興すべき業種及び事業の内容については、次のとおりであり、近隣市町や播磨圏

域連携中枢都市圏、播磨科学公園都市圏域定住自立圏の構成市町等と連携事業を実施し、より

効果的に振興を図る。 

 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種（法第 23条、24条） 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

新宮地域全域 

製造業、旅館業、農林

水産物等販売業、情報

サービス業等 

令和４年４月１日～令和９年３月３１日  

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

３（２）及び（３）のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

記載された施設の整備に当たっては、「たつの市公共施設等総合管理計画」、個別施設計画で

ある「たつの市公共建築物再編実施計画」等との整合性を図る。  
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４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

情報通信技術（ＩＣＴ）の発展に伴い、スマートフォンやタブレット端末等の保有台数は

年々増加しており、多様な情報発信、伝達手段としてインターネットが利用されていることか

ら、デジタル技術を活用した新たな行政サービス等、デジタル化によるメリットを誰もが享受

できる環境が求められている。 

また、少子高齢化等により担い手不足が深刻化する中、スマート農業や遠隔医療の実施等、

デジタル技術を活用することで地域の実情や地理的な格差を克服する多様な取組がみられてい

る。さらに、増大する地域課題に対する担い手不足への対策として、デジタル技術の活用によ

る業務の効率化や利便性の向上が必要である。こうしたデジタル技術を効果的に取り入れるた

めには、情報サービスを活用できる人材の育成、確保が重要である。 

本市では、ブロードバンドインフラ未整備地域に高速情報通信網を整備し、地域間の情報格

差の解消を図っており、今後インターネットを利用した売買や決済等が普及する中、消費者が

安心して利用できるよう取り組む必要がある。 

また、本市の防災行政無線は、運用開始から 15 年が経過しており、その更新については、よ

り遠く、広範囲に電波が届く新方式の機器を検討し、地域住民に迅速かつ正確に情報伝達でき

る体制の確立が必要である。 

 

（２）その対策 

●デジタル技術の活用により、行政事務の効率化と市民の利便性向上を図る。 

●インターネットやデジタル機器に不慣れな高齢者等が取り残されないよう、誰もが使いやす

い機器を活用したデジタル化を促進する。 

●情報サービスを活用できる人材の育成に努めるとともに、市民と行政が地域課題の解消に取

り組むＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進する。 

●インターネット、携帯電話によるトラブル等が巧妙化し、被害が深刻化する中、関係機関と

連携し、消費生活に関わる情報提供や出前講座などの啓発活動を行い、被害の未然防止に努

める。 

●災害発生時に備え、各種情報を地域住民に迅速に伝達できるよう、防災行政無線の適切な維

持管理、機器整備に努める。 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

申請手続のデジタル化率（たつの市） ％ 21.1 65.0 

（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

３ 地域に

おける情報

化 

（1）電気通信施設等

情報化のための

施設 

防災行政用無線施設 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

デジタル技術活用 

 

 

 

防災行政無線運営事業 

 

 

行政デジタル化推進事業 

広報活動推進事業 

 

 

 

市 

 

 

市 

市 

 

 

 

Ｒ５追加 

 

 

Ｒ６変更 

Ｒ６追加 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

ア 道路・橋りょう・その他 

幹線道路網の整備については、揖龍南北幹線道路のうち国道２号から国道 250 号までに至る

主要地方道網干たつの線、龍野揖保川御津線の開通により、本市の中心市街地と播磨臨海部が

より近くなった。 

今後はＪＲ姫新線大鳥踏切以北について、広域的な道路ネットワークの強化、充実を図るた

め、関係機関と連携し事業を推進する必要がある。 

新宮地域内の狭あいな道路の拡幅や道路排水の整備により、安全で快適な道路環境の創出や

集落間や公益的施設等を結ぶための道路整備を引き続き推進する必要がある。また、橋りょう

などの道路施設については、老朽化が進んでいることから、交通の安全性を確保し、継続的に

使用するため、「道路橋長寿命化修繕計画」に基づき、計画的かつ効率的に点検、修繕を行い、

健全性を確保する必要がある。 

安全で快適な道路交通環境整備のため、引き続き、防護柵や道路照明などの交通安全施設の

整備を実施し、交通事故の防止に向け、効果的な交通安全施設の設置や交通安全啓発等、関係

機関と連携したハード、ソフトの両面からの交通安全対策を推進する必要がある。 

 

イ 農道 

農業従事者の高齢化と後継者不足がますます農業の衰退に拍車をかけている。農業生産性の

向上を図るため、ほ場整備事業の更なる推進が必要である。 

 

ウ 公共交通 

自家用車による移動を主とする生活様式の浸透により、公共交通利用者の減少が進んでいる

一方で、今後の少子高齢化の更なる進行に伴い、公共交通の担う役割はますます大きくなって

いる。 

新宮地域の公共交通は、幹線交通として鉄道、路線バスのほか、市域を南北に運行している

コミュニティバスがあり、支線交通として医療機関や買い物などの日常的な外出先への移動手

段となる市民乗り合いタクシーの運行を平成 29 年１月から開始し、公共交通空白地の解消と日

常生活の移動手段を確保している。幹線交通と支線交通を目的に応じ、組み合わせて利用する

ことで、地域を越える移動が可能となっており、また、観光客の周遊性を高めるためにも、今

後もこの交通体系を確保、維持していく必要がある。 

播磨科学公園都市圏域定住自立圏事業として、播磨科学公園都市を経由して本市のＪＲ播磨

新宮駅と上郡町のＪＲ上郡駅を結ぶ播磨科学公園都市圏域定住自立圏圏域バス「てくてくバス」

を平成 29年１月から運行しているが、利用者が少なく、利用促進策を講じる必要がある。 

ＪＲ姫新線については、ＪＲ播磨新宮駅より西の駅において、ＪＲ西日本へＩＣカード対応

改札機の設置を要望する等、引き続き利便性と快適性の向上を図る必要がある。 
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（２）その対策 

ア 道路・橋りょう・その他 

●ＪＲ姫新線大鳥踏切以北の事業推進に努めるとともに、早期の全線開通を目指す。 

●西播磨の広域防災拠点となる播磨科学公園都市への幹線道路である揖龍南北幹線道路、主要

地方道宍粟新宮線、主要地方道相生宍粟線の整備を関係市町と協力して促進し、広域道路ネ

ットワークの形成を行う。 

●市民生活の利便性を向上させ、安全で快適な生活を確保するため、地域内道路の整備を計画

的かつ効率的に進める。 

●幹線道路を補完する役割を持った地域間連絡道路を整備することにより、災害に強い道路ネ

ットワークを構築する。 

●橋りょうなどの老朽化が進む道路施設について、計画的な点検や補修等適切な維持管理を行

うことで、長寿命化に取り組む。 

●道路構造物等の点検及び修繕について、ドローンなどの新技術の活用を検討し、効率化や費

用削減に努める。 

●通学路安全対策プログラムに基づき、警察やＰＴＡなどの関係機関と連携した合同点検を実

施し、カーブミラー、防護柵、道路照明灯の設置、歩道やグリーンベルトの整備等交通安全

施設の充実に努める。 

 

イ 農道 

●ほ場整備事業の実施により、農地の区画整理や農道を整備し、効率的な農業生産体制を構築

する。 

 

ウ 公共交通 

●「第２次たつの市地域公共交通計画」に基づき、常に利用者の視点に立って利便性の高いサ

ービスを効率的に提供する。また、持続可能な交通体系の確保、維持、充実を図るため、計

画的に車両更新を実施する。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏圏域バス「てくてくバス」については、利用者のニーズに

合わせ、きめ細かなダイヤ改正等を実施し、利用促進を図るとともに、安全・安心な運行を

行っていくために車両更新を実施する。 

●ＪＲ姫新線については、日常生活の足として利便性と快適性の向上や観光客の周遊性を高め

るため、ＪＲ西日本に対し、沿線自治体等で構成する姫新線利用促進・活性化同盟会を通じ、

運行車両増結やＪＲ播磨新宮駅より西の駅へのＩＣカード対応改札機の設置の要望活動を実

施するとともに、利用促進策を展開し、沿線住民のマイレール意識の醸成を図る。 

 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

道路ストックの長寿命化達成率（新宮地域） ％ 28.6 57.1 
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（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施

設の整備、

交通手段の

確保 

（1）市町村道 

道路 

 

道路新設改良事業 

・新宮中央線 Ｌ＝800ｍ 

道路メンテナンス事業 

 

国・市 

 

市 

 

 

 

Ｒ６変更 

橋りょう 道路メンテナンス事業 市 Ｒ６変更 

その他 交通安全施設整備事業 

通学路グリーンベルト設置事業  

市 

市 

 

（2）農道 農業競争力強化農地整備事業（上笹地

区） 

市  

（6）自動車等 

自動車 

 

コミュニティバス等運行事業 

市民乗り合いタクシー運行事業 
 
定住自立圏域バス運行事業 

 

市 
たつの市 

地域公共交通会議 
市 

 

 

 

（9）過疎地域持続的

発展特別事業 

公共交通 

 

 

コミュニティバス等運行事業 

市民乗り合いタクシー運行事業 
 
定住自立圏域バス運行事業 

姫新線利用促進・活性化事業 

 

 

市 
たつの市 

地域公共交通会議 
市 

市 

姫新線利用促進・活性化同盟会 

 
 

 

 

 

 

Ｒ６変更 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

記載された施設の整備に当たっては、「たつの市公共施設等総合管理計画」、個別施設計画であ

る「舗装長寿命化修繕計画」、「道路橋長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な施設の長寿命化、

維持更新に努め、更新費用の抑制、平準化を図る。 
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６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

ア 水道施設 

現在の水道管については、昭和 59 年から平成 18 年までにかけて多くを更新し、特に平成 12

年前後に更新が集中している。 

そのため、水道管の耐用年数は比較的新しく、整備後 30 年を経過するものは、令和３年時点

で全体の 25.5％であるが、既に更新時期を迎えているものもあり、今後の維持更新が大きな課

題となっている。 

本市の新宮地域を含む給水区域については、「たつの市水道事業ビジョン」及び「たつの市水

道事業アセットマネジメント」に基づき、将来の水需要に適応した送配水系統を検討し、施設

の更新及び耐震化を効率的に進め、持続可能な形で事業を運営する必要がある。 

 

イ 下水道処理施設 

新宮地域においては、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、

コミュニティプラント整備事業及び個別排水処理施設整備事業を進めた結果、令和３年度末の

水洗化率は 94.6％となっている。 

一方で、今後の人口減少による汚水量の減少、各下水処理施設の老朽化による更新に伴い、

計画的・効率的な施設維持が課題となっているため、「たつの市生活排水処理施設統廃合計画」

に基づき、施設を総合的に勘案し、統廃合を推進することによる維持管理の合理化や、「たつの

市ストックマネジメント計画」に基づく施設の長寿命化を図る必要がある。 

また、過去に浸水被害が生じた地区では、雨水幹線や雨水路の整備など浸水対策を行う必要

がある。 

 

ウ 廃棄物処理施設 

本市域の一般廃棄物について、新宮地域は平成 25 年度からにしはりまクリーンセンターにて

処理を行い、それ以外の地域は揖龍クリーンセンターで処理を行っている。 

「揖龍地域循環型社会形成推進地域計画」では、新宮地域を新たに揖龍クリーンセンターの

処理区域に加えることとしているが、老朽化が進んでいるため、新たなごみ処理施設の整備が

必要である。 

 

エ 火葬場 

播磨高原広域事務組合が管理運営している播磨高原斎場（こぶし苑）は、平成７年に供用開

始され、施設、火葬炉等の大規模改修が必要な時期となっている。 
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オ 消防施設、防災、防犯 

西はりま消防組合に貸与している消防施設については、建築後 30 年以上経過する施設が多く、

大規模改修等の時期を検討する必要がある。 

また、車両については、消防力の適正配置、管内の地域特性を考慮した車両配備、更新計画

を検討する必要がある。 

消防団の分団車庫は、災害時の参集場所、活動拠点、平常時には消防団員の教育・訓練の場

となっており、施設の充実強化に努める必要がある。また、分団車両や活動に必要な装備品に

ついても、計画的整備により活動の充実に努める必要がある。 

 播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、災害発生直後に必要となる食料や生活

必要物資を計画的に備蓄し、更新する必要がある。また、災害初動期対応の柱となる地域防災

力向上を図るため、自主防災組織活動の指導や地域住民へのアドバイス等、地域の防災活動に

対して指導を行うことができる人材を育成する必要がある。 

新宮地域は土砂災害警戒区域が多いため、市民の生命・財産を守る対策を兵庫県と連携して

実施しているとともに、大雨、洪水による被害の防止と軽減を図るため、自主防災組織や消防

団が、土のうの作成や土のう積工法の習得訓練を行い、災害時に迅速な水防活動が行える体制

づくりに努めている。 

また、洪水被害の軽減を図るため、河川の浚渫、立木伐採等を実施しており、水害被害の軽

減を図るため、治水事業の推進や河川環境の整備を継続する必要がある。 

南海トラフ地震や内陸活断層地震（山崎断層帯地震等）の発生の切迫性が指摘されている中、

地震時における市民の安全を確保するため、早期に住宅の耐震化を促進する必要がある。 

地域犯罪の発生の抑止や地域住民の安全・安心を確保するため、まちづくり防犯グループな

どの地域団体が防犯カメラを設置する際の助成を行っているが、設置数の更なる増加に向け取

り組む必要がある。 

 

カ 公営住宅 

市営住宅については、「市営住宅長寿命化計画」に基づき、適正な戸数の維持、計画的な改修

が必要である。 

 

キ その他 

本市の美しい生活環境を守るため、市民・事業者・行政が協働して、ごみの発生を抑制し、

資源ごみの分別とごみの減量化に取り組んでいる。 

また、不法投棄については、監視カメラの設置や自治会への啓発看板の貸与、不法投棄監視

員や警察によるパトロール等を実施しており、引き続き、未然防止対策に取り組む必要がある。 
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（２）その対策 

ア 水道施設 

●原水の水質状況に応じた浄水処理を行い、国が定める水質基準を維持し、将来にわたって

「安全でおいしい水」を供給するための取組を継続する。 

●管路の漏水調査を進め、有収率の向上を図る。 

●「たつの市水道事業ビジョン」及び「たつの市水道事業アセットマネジメント」に基づき、

老朽化対策や耐震化を進めるとともに、施設の改良及び統廃合を検討し、より一層の安定供

給に努める。 

 

イ 下水道処理施設 

●水洗化の啓発等により未接続家屋を解消し、生活環境の向上に努める。 

●持続可能な事業運営を行うため、「たつの市生活排水処理施設統廃合計画」及び「たつの市ス

トックマネジメント計画」に基づき、生活排水処理施設の統廃合及び施設の長寿命化等を推

進する。 

●豪雨等による浸水被害の軽減を図り、安全・安心な市民生活を確保するため浸水対策事業を

計画的に実施する。 

 

ウ 廃棄物処理施設 

●揖龍クリーンセンターについて、新宮地域を含めた市全域のごみ処理が可能となる施設の整

備を進める。 

 

エ 火葬場 

●播磨高原斎場（こぶし苑）を計画的に整備し、人生の終焉の場にふさわしい尊厳と品位を維

持した施設運営に努める。 

 

オ 消防施設、防災、防犯 

●広域化の利点を最大限に生かし、署の管轄を超え、管内住民の多種多様な消防、救急需要に

迅速に対応するため、車両及び資機材を計画的に配備する。 

●将来の人口動態及び消防需要の変動に考慮した署所及び車両配置について検証し、計画的な

施設整備に努める。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、災害発生直後に必要となる食料や生活

必要物資の計画的な備蓄、更新を行う。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、災害初動期対応の柱となる地域防災力

向上を推進するため、自主防災組織活動の指導や地域住民へのアドバイス等、地域の防災活

動に対する指導者を養成する。 

●消防団については、地域防災の要であることから、団員の確保や知識、技術の向上に努める

とともに、活動拠点となる車庫や消防車両などの団施設の計画的な整備を行う。 

●土砂災害等を防ぐため、急傾斜地の崩壊対策を講じるとともに、自主防災組織の活動支援等

を通じ、地域防災力の向上に努める。 

●治水安全度を確保するため、河川改修を推進し、河川の浚渫、立木伐採等を行い、災害の未
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然防止や環境の保全を図る。 

●民間住宅については、所有者が行う耐震診断や耐震化への取組を支援する事業を実施し、早

期の住宅耐震化を推進する。 

●地域犯罪の発生の抑止や地域住民の安全・安心を確保するため、まちづくり防犯グループな

どの地域団体が防犯カメラを設置する際の助成を行う。 

 

カ 公営住宅 

●「市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的に維持管理、用途廃止を実施する。 

 

キ その他 

●広報誌、市イベント、出前講座などのあらゆる機会を通じて、市民・事業所にごみの減量化、

資源ごみの分別徹底などの啓発や、フードドライブ等の実施に加え、生ごみの減量化につな

がる取組を推進する。 

●不法投棄監視カメラの設置及び不法投棄監視協力員による日常のパトロールを行うとともに、

ペット飼育のマナー向上を啓発し、環境美化の促進に努める。 

 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

水洗化率（新宮地域） ％ 94.6 95.6 
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（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環

境の整備 

（1）水道施設 

上水道 

 

施設改良事業【企業会計】 

給配水管新設更新事業【企業会計】 

 

市 

市 

 

 

 

Ｒ６変更 

（2）下水処理施設 

公共下水道 

 

公共下水道整備事業【企業会計】 

特定環境保全下水道整備事業【企業会計】 

流域下水道建設負担金【企業会計】 

浸水対策事業【企業会計】 

 

市 

市 

県 

市 

 

 

 

農業集落排水施設 農業集落排水整備事業【企業会計】 

生活排水処理施設統廃合事業【企業会計】 

市 

市 

 

 

その他 

（4）火葬場 

個別排水処理施設整備事業【企業会計】  

播磨高原広域事務組合事業（播磨高

原斎場（こぶし苑）整備負担金） 

市 

播磨高原広域

事務組合 

 

Ｒ５追加 

 

（5）消防施設 西はりま消防組合事業（消防車両整備事業） 

消防団分団車庫整備事業 

西はりま消防組合 

市 

 

 

（6）公営住宅 市営住宅長寿命化整備事業 市  

（7）過疎地域持続的

発展特別事業 

防災・防犯 

 

 

西はりま消防組合事業（消防力適正配置等調査事業） 

地域防災リーダー育成支援事業 

防犯カメラ設置補助事業 

地域の安全安心見守りカメラ設置事

業 

防災対策備蓄事業 

水防活動事業 

 

 

西はりま消防組合 

市 

市 

市 

 

市 

市 

 

 

 

 

 

Ｒ６追加 

 

 

Ｒ６変更 

その他 食品ロス削減推進事業 

人と動物の共生事業 

不法投棄撲滅事業 

ごみゼロ推進事業 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

Ｒ６変更 

（8）その他 急傾斜地崩壊対策事業 

緊急浚渫推進事業 

河川改良事業 

砂防関連普通河川整備事業 

県 

市 

市 

市 

 

 

Ｒ７追加 

Ｒ７追加 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

記載された施設の整備に当たっては、「たつの市公共施設等総合管理計画」、個別施設計画と

の整合性を図る。 

なお、水道施設については、「たつの市水道事業ビジョン」及び「たつの市水道事業アセット

マネジメント」に基づき、計画的な施設の維持更新、ダウンサイジングを進め、更新費用の抑

制と平準化を図る。 

また、下水道施設については、「たつの市ストックマネジメント計画」及び「たつの市下水道

事業経営戦略」に基づき、計画的な施設の維持更新を進め、更新費用の抑制と平準化を図る。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

ア 子育て環境 

活力あるまちづくりを維持、向上していくには、若年層、子育て世帯の移住・定住が不可欠

であり、子育てしやすいまちづくりに資するため、地域で安心して子育てができるよう、「子育

てするなら たつの市」をスローガンに、こども家庭センター「はつらつ」とこども家庭セン

ター「すくすく」が連携し、妊娠から子育てにわたる総合的な相談、支援を行うとともに、地

域・企業・市民が連携した子育て支援が必要である。 

就学前児童の保育環境について、共働き家庭の増加、幼児教育、保育の無償化により入園希

望者の割合が増加している状況を踏まえ、幼保連携型認定こども園化を完了したが、既存の保

育所を含め老朽化している園舎があり、更なる整備が必要である。また、今後も多様な保育ニ

ーズに応える環境を維持していくため、保育士の確保と資質の向上に努める必要がある。 

小学生の育成環境については、放課後児童クラブを開設し、放課後、保護者が就労等で家庭

にいない児童に対し、遊びや生活の場を提供し、健全な育成を支援しており、今後も保護者の

ニーズに応じた運営に努める必要がある。 

子育て環境については、本市のみでなく、播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町等との

連携により、充実を図る必要がある。 

 

イ 保健、健康づくり 

「たつの市健康増進計画・食育推進計画（第３次）」に基づき、健康な暮らしを実現するため

の取組を推進している。 

地域住民の健康維持のため、特定健診及びがん検診の受診率向上、適切な保健指導に取り組

む必要がある。 

介護予防対策として、いきいき百歳体操を推進しているが、令和３年度末の参加率は 10.1％

（2,376人）となっており、参加率向上を目指して更なる普及啓発が必要である。 

後期高齢者の入院件数に占める割合は骨折が最も多くなっており、要介護状態を防ぐための

フレイル予防対策が必要である。 

 

ウ 高齢者福祉 

高齢者の生きがいづくりや社会参加に対する活動を促進するため、老人クラブの活動や外出

を支援している。福祉会館については、ボランティア活動、自立支援配食サービス事業などの

拠点となっている。 

高齢者が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしていけるよう、高齢者福祉サービス・

介護予防サービス・介護保険サービス等を充実させるとともに、保健・医療・福祉の連携のも

とフォーマルサービス・インフォーマルサービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシス

テム」の更なる深化を図る必要がある。 

また、働き続ける高齢者の増加や地域との付き合いの薄い世帯の増加により、人と人とのつ

ながりが希薄化しつつある中で、高齢者一人ひとりのニーズに沿った最適なサービスを提供し、

生きがいの持てる高齢者福祉の実現を図る必要がある。  
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エ 障害福祉 

障害者が自分らしい生活を送るために、就労継続支援など日中活動系サービスの充実を図り、

住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしていけるよう、多様なサービスを提供する必要が

ある。 

さらに、障害者が自らの生き方や生活する場所を主体的に決定するために、多職種及び関係

機関が連携した相談支援体制を充実、強化する必要がある。 

また、発達障害の認知の広がりや発達面で支援を必要とする児童の増加等により、障害児通

所支援センター（はばたき園）の利用者数が増加しており、適切な運営や支援の質を確保する

必要がある。 

 

 

（２）その対策 

ア 子育て環境 

●子育て家庭に対する幅広いサポートや助成を行い、経済的負担を軽減する。 

●乳幼児健診・相談等を実施し、相談体制の充実を図る。 

●妊婦健康診査費などの助成や育児用品を支給し、妊産婦等の不安軽減、経済的支援を図る。 

●子どもに対する医療費助成の対象年齢を 18 歳まで拡充するとともに、ひとり親家庭等に対す

る医療費助成の所得基準を緩和することで、子育て世帯の経済的支援を更に強化する。 

●子育て家庭を支援するため、こども家庭センター「はつらつ」及びこども家庭センター「す

くすく」において、地域や関係機関と連携した相談、支援体制の充実を図り、妊娠期から子

育て期における相談やサービスを切れ目なく提供する。また、子育てつどいの広場において

親子が交流、相談する場を提供し、地域における身近な親子同士がつながるきっかけをつく

る。 

●公私立認定こども園等の施設整備を計画的に実施し、安全・安心で快適な教育・保育環境を

確保する。 

●多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育事業や一時預かり事業等の充実や病児・病

後児保育事業を推進するとともに、保育所、認定こども園を地域の子育てに関する相談の場

や地域交流の場として、その機能を強化する。 

●児童にとって充実した放課後環境を提供するため、放課後児童クラブ支援員の資質向上等に

努める。 

●保育士の処遇改善や官民協働による保育の魅力発信等を通じて保育士の確保に努め、保育環

境の向上を図る。 

●学校給食に要する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減する。 

●企業版ふるさと納税（地方創生応援税制寄附金）により、市の施策に賛同する企業から寄附

を受け付け、新たな財源を確保し、子育て施策を推進する。 
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イ 保健、健康づくり 

●生活習慣病予防、がんの早期発見対策として、健（検）診受診率の向上を図るとともに、健

診後における特定保健指導の強化と重症化予防に重点を置いた健康づくりを推進する。 

●健康寿命を延伸するため、自主トレーニングやウォーキングの普及を図り、運動による健康

づくりを推進する。 

●疾患の重症化やフレイルを予防するため、リスクの高い高齢者へ訪問支援を行うとともに、

健康づくりや介護予防の知識の普及に努める。 

 

ウ 高齢者福祉 

●今後も高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、介護予防事業の充実を図

るとともに、介護保険利用者が、自らのニーズに応じたサービスが適切に受けられるよう、

介護給付の適正化を図る。 

●適切なサービスの利用が確保されるよう、指定事業所の確保に努め、介護サービス事業所以

外の多様な主体（住民ボランティア等）の参画を検討する。 

●福祉資格取得に要する経費の助成や緩和した基準による訪問型サービスの提供者を育成する

等、福祉サービスの担い手の確保と質の向上を図る。 

●適切な介護予防ケアマネジメントが提供されるよう、自立支援ケア会議の活用や個別相談の

実施等効果的な支援に努める。 

●主任介護支援専門員、介護支援専門員との連携を強化するとともに、業務の効率化及び質の

向上を図るため、協議会及び連絡会を定期的に開催する。 

●生活支援コーディネーター及び協議体との協働により、行政が提供する公的サービス以外の

民間企業やボランティア、社会福祉法人等多様な事業主体が実施するサービスや市民主体に

よるサービスなどの提供体制の整備や社会参加の場の創出に取り組む。 

●老人クラブ活動の活性化やたつの市社会福祉協議会との連携による地域福祉の充実、高齢者

の就業機会の拡大と啓発を行い、高齢者の就労意欲の促進に努める。 

●高齢者タクシー利用券及び高齢者おでかけ支援券を提供し、高齢者の社会参加と日常生活の

質の向上を図る。 

●認知症になっても住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けられるよう、専門職による訪問

支援及び認知症相談、関係機関との連携により適切な医療や介護サービス等に速やかにつな

ぐ取組を推進する。 

●「共生」と「予防」の視点から、認知症への理解を深めるための普及啓発を行うとともに、

認知症サポーターを養成し、地域の見守り力強化を図る。 

●認知症の人からの「本人発信」を支援するほか、認知症カフェ等の活動推進により、介護者

の負担軽減を図る。 
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エ 障害福祉 

●「たつの市障害者計画」や「たつの市障害福祉計画及びたつの市障害児福祉計画」に基づき、

計画的に各分野の福祉施策を展開し、障害者が住み慣れた地域で社会の一員としていきいき

と暮らせるよう、生活の状況に合わせた福祉サービスや相談支援の充実、居住の場の確保、

気軽に外出できる環境づくりに努める。 

●就労や余暇活動に対する外出を支援するため、障害者福祉タクシー利用券を提供するととも

に、障害者が利用するグループホームの環境整備について支援を行い、障害者福祉の向上を

図る。 

●発達に支援が必要な子どもに対し、状況に応じた療育支援を行うことができるよう、相談、

支援体制の充実を図る。 

 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

多子世帯率 

（第２子以降の出生数から算出）（新宮地域） 
％ 64.3 65.0 
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（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て

環 境 の 確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

（2）認定こども園 公立こども園等施設整備事業 市  

（8）過疎地域持続的

発展特別事業 

児童福祉 

 

 

福祉医療費助成事業（乳幼児等） 

福祉医療費助成事業(こども) 

高校生等医療費助成事業 

福祉医療費助成事業（母子家庭等） 

こども家庭センターすくすく運営事

業 

こども家庭センターはつらつ運営事

業 

私立保育所等運営事業（負担金、補助及び交付金分） 

私立保育所等保育士処遇改善事業 

保育士等確保事業 

幼児教育・保育環境向上事業  

保育料軽減事業 

中央学校給食センター給食提供事

業・北学校給食センター給食提供事

業 

妊婦のための支援給付・包括相談支

援事業 

はつらつベビーまごころ便事業 

妊活サポート事業 

祝入学支援事業 

ファミリーサポートセンター運営事業 

高等学校等入学準備金支給事業 

放課後児童クラブ事業 

子育てつどいの広場運営事業 

子育て世帯訪問支援事業 

 

 

市 

市 

市 

市 

市 

 

市 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

 

市 

 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

 

 

 

Ｒ６変更 

 

Ｒ６変更 

 

 

 

 

Ｒ６変更 

 

Ｒ７変更 

 

 

Ｒ７変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ６追加 

高齢者・障害者福祉 支え合いの地域づくり事業 

高齢者タクシー事業 

高齢者おでかけ支援事業 

認知症総合支援事業【特別会計】 

障害者福祉タクシー利用料助成事業 

福祉資格取得助成事業 

生活支援サポーター養成事業 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

Ｒ７変更 

 

 

Ｒ６変更 

 

 

 

健康づくり 産前・産後サポート事業 

はつらつマタニティサポート事業 

風しん抗体検査及び予防接種助成事業 

こども予防接種助成事業 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

Ｒ６変更 

その他 企業版ふるさと納税受入事業 市  

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

記載された施設の整備に当たっては、「たつの市公共施設等総合管理計画」、個別施設計画で

ある「たつの市公共建築物再編実施計画」等との整合性を図る。 

なお、こども園施設については、「たつの市学校施設長寿命化計画」に基づき、施設の統廃合

や長寿命化のための改修及び修繕を行う。 
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８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 

本市では高齢化が進行し、令和２年の高齢者比率は 30.9％、また、高齢者世帯は増加傾向に

あり平成 17 年から令和２年にかけて、高齢者単身世帯が約 1.8 倍、高齢者夫婦世帯が約 1.7 倍

に増加している。こうした高齢化の傾向は新宮地域において、より顕著となっている。 

今後、前期高齢者が減少する一方、後期高齢者は増加する見込みであり、寝たきりや認知症

等をはじめとする要介護者や医療ニーズの高い高齢者、重度要介護者の増加が想定される。 

令和２年に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」では、

将来の住まいについて、一般高齢者、要支援者の７割以上が、いつまでも自宅で生活したいと

回答している。 

そのため、医療と介護の両方を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自分らしく暮ら

していけるよう、地域の関係機関が連携し、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取

りなどの様々な場面で、在宅医療と介護の一体的な提供が求められている。 

また、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、医療・介護・予防・住まい・生

活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築・深化に取り組む必要がある。 

医療については、新宮地域の医療機関のほか、隣接する龍野地域や市外の医療機関にてサー

ビスが提供されている。 

救急医療体制については、新宮地域の民間病院が二次救急医療機関に指定され、また、隣接

する龍野地域には揖龍休日夜間急病センターや民間病院が設置されている。 

今後も、医療を必要とする市民へ医療サービスが提供できるよう、地域医療体制の維持・充

実に努める必要がある。 

 

 

（２）その対策 

●ＩＣＴシステムを活用し、患者情報を医療機関や介護従事者が迅速に共有し、在宅医療と介

護サービスを一体的に提供する。 

●たつの市・揖保郡医師会と協働し、課題や対策の検討や講演会の開催等、在宅医療と介護連

携の強化に向け、体制の構築等に取り組む。 

●たつの市・揖保郡医師会の協力体制のもと、はつらつセンター内にある揖龍休日夜間急病セ

ンターの医療体制の充実に努める。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、地域住民が安心して生活できる地域医

療体制の確保に努める。 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

ＩＣＴシステムアカウント数（たつの市） 件 84 109 

登録患者数（たつの市） 人 271 316 
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（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の

確保 

（3）過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

在宅医療・介護連携ＩＣＴシステム運営事業 

 

 

市 

 

 

Ｒ６変更 
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９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

ア 学校教育 

少子化の影響により、新宮地域の小学校の児童数はいずれも減少している。特に西栗栖小学

校は既に複式学級を有し、東栗栖、香島小学校は一定年度先に複式学級が発生する見込みであ

るため、令和２年度に適正規模・適正配置協議会を設置し、今後の学校のあり方について協議

を進めてきた。 

この協議の中で、新宮地域の小学校及び中学校の施設の老朽化が課題として出された。 

これらのことから、新宮地域の小学校の適正規模・適正配置を進め、統合後の学校として小

中一貫校を新設することとし、建設に向けた基本計画の策定に着手している。 

播磨高原広域事務組合が設置する小中学校についても、建設当初に予定していた児童生徒数

に達しておらず、施設規模の最適化など学校施設のあり方を検討していく必要がある。 

また、児童生徒が安全に通学できるよう、学校及び関係機関と連携し、通学路の安全確保を

図るとともに、遠距離通学となる児童生徒への通学支援を行う必要がある。 

本市では、たつの市幼児・小学校教育接続期カリキュラムを活用し、円滑な幼小連携を進め

ている。また、小・中学校の接続期においても、平成 26 年度から小中連携教育を推進し、年間

を通して中学校区ごとに特色ある取組を行っており、中１ギャップをなくし、学習意欲の向上

を図っている。一方で、小学校低学年の不登校児童の増加や中学校２年生からの不登校生徒が

増加する等、新たな課題がみられ、これまでの幼小連携・小中連携の取組をより効果的なもの

にするため、小中一貫教育を推進し、９年間を見通した教育を行う必要がある。さらに、たつ

のＧＩＧＡスクール構想の推進に基づき、児童生徒に１人１台端末を導入し、情報活用能力及

び学力向上に取り組んでおり、今後も安全で安定した学習環境を提供する必要がある。 

子どもたちを取り巻く社会情勢、教育環境の変化を踏まえ、子どもたちが将来の夢や目標に

向かって主体的にキャリア形成と自己実現を図ることができる環境を構築する必要がある。 

また、保護者や地域と連携し、様々な体験や交流活動を通じて、子どもの心身の発達を促す

必要がある。 

小中学校の児童生徒に対し、学校給食センター及び自校方式の給食調理室から給食を提供し

ているが、中央学校給食センター以外の給食施設は老朽化が著しいため、施設整備のあり方を

検討し、安全・安心な給食の提供に努める必要がある。 

 

イ 社会教育 

公民館では、生涯学べる環境づくりとして、各種講座や行事を開催しており、多様化するニ

ーズに応じた学習内容を提供するため、ＩＣＴ機器を活用する必要がある。 

図書館、コミュニティセンターなどの公共施設についても、「いつでも」、「どこでも」学習活

動ができるような環境づくりを推進するため、環境充実に向けた取組を検討する必要がある。 

スポーツ振興について、少子高齢化による人口減少が進行する中、高齢者においては、健康

に対する関心や健康志向が高まっており、健康の維持及び増進が、スポーツや運動を行う主な

理由となっている。 

  



 

37 

 

一方で、子どもにおいては、少子化により日常的に遊ぶ仲間が減少し、スポーツを全く行わ

ない子どもが増加することが懸念されており、本市の小中学生の体力テストの結果では、全国

平均を下回る種目も多くなっている。そのため、子どもの頃からスポーツに慣れ親しむことの

できるスポーツ環境や運動公園の利用環境の充実を図り、誰もがいつでもどこでも楽しめる、

生涯スポーツ社会の実現を目指すとともに、市民が気軽にスポーツを楽しむ機運の醸成に努め

る必要がある。 

市内の４つの体育館は、スポーツ活動の拠点となっており、体育施設の利用状況分析と利用

圏域の位置づけを行った上で、計画的な施設整備が必要である。 

また、スポーツと地域資源を掛け合わせたスポーツツーリズム資源の開発、イベントの開催

や大会、合宿の誘致等により、交流人口の増加を目指す活動を推進していくことが必要である。 

 

 

（２）その対策 

ア 学校教育 

●「たつの市立小・中学校の適正規模・適正配置基本方針」に基づき、小規模校の適正規模・

適正配置を検討し、施設規模適正化のための整備等を行い、教育環境の充実を図る。 

●小学１年から中学３年までの学びや育ちの連続性を確保した体制を整備し、小中学校の円滑

な接続を図るため、小中一貫校を整備する。 

●熱中症対策として、小中学校の空調設備を整備し、教育環境の改善を図る。 

●児童生徒が安全に通学できるよう、学校及び関係機関と連携し、通学路の安全確保を図る。 

●遠距離通学となる児童生徒へ通学支援を行い、通学の負担及び保護者の経済的負担を軽減す

る。 

●児童生徒の内面理解に努め、児童生徒自ら課題解決に臨もうとする態度を培うための取組を

推進する。 

●小中学校にＡＬＴを配置し、児童生徒の英語力の向上を図る。 

●小中学校が連携し、指導内容、指導方法等、学びの継続を実現するとともに、児童生徒の英

語によるコミュニケーションへの興味関心を高める。 

●たつの市幼児・小学校教育接続期カリキュラムを活用した研修を行い、小学校教育への学び

の接続を円滑に進める。 

●特別な支援を必要とする幼児を中心に子どもの特性に応じたきめ細かな関わり等の情報共有

を図り、小１プロブレムの解消に努める。 

●たつのＧＩＧＡスクール構想を推進するため、１人１台端末を活用して教科の学びを深める

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現を目指す。 

●保護者や地域、関係機関との連携を図り、保護者が安心して子育てできるよう、教育・保育

の専門的な知識を生かした相談事業や保護者支援を行い、子どもの健やかな成長、発達を促

す。 

●伝統文化や産業、行事、そしてそれらに携わる人々に触れる機会を充実させるとともに、Ｉ

ＣＴ技術を活用した交流学習を推進する。 

●中央学校給食センター及び北学校給食センターとの２センター方式により、安全・安心でお

いしい給食の提供に努める。  
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●各園所での遊びをより充実させるために、外部講師や地域交流を通じて様々な文化や自然環

境等への興味・関心を高め、豊かな心を育む。 

 

イ 社会教育 

●公民館等の学習環境の充実のため、ＩＣＴ機器の整備など生涯学習施設の環境改善を図る。 

●図書館については、播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町等との広域利用や電子図書館

のサービス等による更なる利便性の向上に努める。 

●健康な生活を支えるスポーツ環境を整備するため、生涯スポーツを支える人材育成と既存施

設の改修や設備整備を行う。 

●施設の効率的な配置を検討するとともに、老朽化した体育施設の再整備を図る。 

●年齢やライフステージに応じたスポーツ活動を推進するため、トップアスリートによる子ど

もを対象としたスポーツ教室をはじめ、子どもや中高年の体力向上、障害者スポーツの振興

を図る。 

●気軽にいつでも、多種目のスポーツに参加できる環境を整え、スポーツを通した地域コミュ

ニティの核となる活動を支援する。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携したスポーツ大会の開催や施設の相互利用

を促進し、市民の心身における健康増進を図る。 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

課題解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいた児

童生徒の割合（新宮地域） 
％ 76.0 85.0 

小・中学校特別教室空調設置率（新宮地域） ％ 47.0 100 

 

 

（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の

振興 

（1）学校教育関連施設 

校舎 

 

播磨高原広域事務組合事業（播磨高

原東小中学校立替施行負担金） 

小中一貫校整備事業 

小学校空調設備整備事業 

中学校空調設備整備事業 

小学校施設整備事業 

 

播磨高原広域

事務組合 

市 

市 

市 

市 

 

Ｒ５変更 

 

 

Ｒ５追加 

 

Ｒ５追加 

給食施設 

（3）集会施設、体育

施設等 

体育施設 

北学校給食センター整備事業【特別会計】 

 

 

体育施設整備事業 

市 

 

 

市 

Ｒ４完了 

 

 

Ｒ５追加 

（4）過疎地域持続的

発展特別事業 

幼児教育 

 

 

公立こども園等遊びは学び事業 

 

 

市 

 

 

義務教育 がんばる児童・生徒応援事業 

ＳＴＥＡＭ教育推進事業 

ＧＩＧＡスクール構想促進事業 

ＩＣＴ教育環境整備事業 

小中一貫教育推進事業 

インクルーシブ教育支援事業 

市 

市 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

 

Ｒ５追加 
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不登校児童生徒支援事業 

こどもの居場所づくり事業 

市 

市 

Ｒ５追加 

Ｒ６追加 

生涯学習・スポーツ 電子図書館事業 

トップアスリート夢事業 

定住自立圏スポーツフェア開催事業 

こども未来応援塾運営事業 

市 

市 

市 

市 

 

 

 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合  

記載された施設の整備に当たっては、「たつの市公共施設等総合管理計画」、個別施設計画で

ある「たつの市公共建築物再編実施計画」等との整合性を図る。 

なお、学校施設については、「たつの市学校施設長寿命化計画」に基づき、施設の統廃合や長

寿命化のための改修及び修繕を行う。 

また、学校給食施設については、北学校給食センターの建設が完了し、令和５年度から中央

学校給食センターとの２センター方式に移行する。老朽化が著しい新宮学校給食センターは、

令和４年度末に用途廃止し、令和５年度以降、除却予定である。 
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10 集落の整備 

（１）現況と問題点 

新宮地域の活性化を図るため、市民ボランティアグループによるまちづくり活動が行われて

いるが、今後地域における課題解決のための担い手不足やつながりの希薄化による地域力の弱

体化が見込まれる。 

地域活力を維持、向上させるためには、市民が地域における現状の課題及び将来的な方向性

を共有し、積極的に地域づくりに参画できる仕組みの構築等、地域のコミュニティ活動を推進

し、地域が輝くまちづくりを進める必要がある。 

 

 

（２）その対策 

●地域の活力を維持、向上させるため、地域コミュニティ活動を支援し、地域の課題を地域で

解決する自立のまちづくりを推進する。 

●組織の維持、活性化を図るため、地域生活の基盤である自治会施設等の整備を推進する。 

●様々な課題に直面する地域や団体の自主的な取組を支援するため、アドバイザー等の地域づ

くりを支援する人材を活用し、市民協働のまちづくりを推進する。 

 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

まちづくりアドバイザー派遣補助数（累計）（たつの市） 事業 ３ ８ 

 

 

（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の

整備 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

集落整備 

 

 

輝く地域応援事業 

 

 

市 
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11 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

新宮地域には国指定重要文化財の天満神社本殿や国指定史跡の吉島古墳、新宮宮内遺跡、国

の天然記念物の觜崎ノ屏風岩をはじめ、県指定、市指定、国登録の文化財が存在する。 

また、多くの遺跡をはじめ、城山城、香山城などの山城跡、出雲街道、高瀬舟、鉄道などの

交通に関わる歴史遺産、博物学者大上宇市などの郷土の偉人たち、市指定無形民俗文化財の河

内神社の獅子舞をはじめ、各地域の祭礼などの民俗行事、その他多くの歴史文化遺産が今に伝

わっている。それら貴重な文化財は地域の「宝」であるにも関わらず、人口減少や少子高齢化

により次世代への継承が危惧される。 

代表的な歴史文化遺産である国指定史跡新宮宮内遺跡を市内外に周知し、保存活用するため、

公園内でイベントを開催し、地域住民やグループの参画により、様々な交流を通して地域の魅

力発見と地域住民の連帯感を育み、地域の活性化を図る必要がある。 

 

 

（２）その対策 

●国指定史跡新宮宮内遺跡や山城跡などの文化財を地域住民と協働で整備し、文化財等を生か

したまちづくりを推進する。 

●播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町と連携し、文化的、歴史的な魅力の共有により、

地域住民の郷土意識の向上と交流人口の増加を図る。 

●埋蔵文化財センター、新宮宮内遺跡を地域コミュニティの核とし、周辺の文教施設、社会教

育施設と連携した事業を展開する。 

 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

埋蔵文化財センター来館者数 人 2,600 5,000 

 

 

（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

10 地域文

化の振興等 

（2）過疎地域持続的

発展特別事業 

地域文化振興 

 

 

弥生時代まるごと体験事業 

観光協会補助事業（しんぐうふるさ

とフェスタ等） 

郷土の魅力発信事業 

埋蔵文化財センター企画事業 

ふるさと発見たつの探訪事業 

 

 

市 

観光協会 

  
市 

市 

市 

 

 

Ｒ６変更 

Ｒ６変更 

 

 

 

Ｒ６追加 
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12 再生可能エネルギーの利用の促進 

（１）現況と問題点 

脱炭素社会の実現に向け、将来を担う子どもたちに地球環境の保全の大切さや再生可能エネ

ルギーの必要性を理解してもらうため、環境学習等を行っている。省エネルギー化の推進、化

石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギー源の転換を進め、「2050 年カーボンニュートラル」

の実現を目指す必要がある。 

 

 

（２）その対策 

●市民や事業者への啓発活動等を通じ、再生可能エネルギーについての意識の醸成を図る。 

●環境保全活動に取り組む市民運動の活性化を図るため、広報誌等により環境保全意識の高揚

に努める。 

●太陽光発電施設と地域との調整を図り、良好な環境と安全な市民生活の確保に努める。 
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

本市では、「人権教育実践発表会」や「人権文化をすすめる市民運動」中央大会、「人権を考

える市民の集い」等を開催し、人権教育の推進や人権意識の高揚を図るとともに、「たつの市部

落差別解消推進基本計画」に基づき、部落差別のない社会の実現に向けた啓発に取り組んでい

る。 

一方で、インターネットの書き込みにみられるような人権問題が発生しており、啓発活動の

継続と工夫を図ることが必要である。 

また、「第２次たつの市男女共同参画プラン」に基づき、男女平等の意識啓発や女性活躍の促

進に取り組んでいる。男女が共に仕事と家庭や地域活動での調和のとれた生活を送るためには、

男女が家庭や地域における役割を平等に果たし、共に働きやすい環境をつくるとともに、女性

が参画しやすい地域コミュニティの形成や、市政や地域社会への女性意見の反映、女性活躍に

向けた支援等が必要である。さらに、女性に対する暴力の根絶、多様な性に関する理解促進と

相談体制の充実等も求められている。 

さらに、「たつの市職員定員適正化計画」に定める職員人数を基に、より効率的な業務の遂行

を図るとともに、市民ニーズを的確に把握し柔軟に対応できる職員を増やすため、研修事業を

活用し、地域住民や近隣市町と連携して課題を解決できる主体性を持った職員を育成すること

が求められている。 

 

 

（２）その対策 

●各種イベントや講座、研修などの機会を通じ、市民に広く学習、啓発の機会を提供すること

で、市民の人権意識の高揚を図る。 

●様々な人権課題の解決に向け、自治会学習会等を開催し、人権文化あふれるまちづくりを進

める。 

●人権リーダーの指導的力量を高め、地域全体への人権教育、啓発の充実や推進体制の確立を

図る。 

●隣保館活動での地域交流事業や相談事業の推進により、人権教育及び人権啓発を充実させ、

市民へ人権尊重の精神をかん養する。 

●「第２次たつの市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会の形成に向けて、市民

と協働しながら、セミナーの開催等で市民への啓発や機運の醸成に取り組む。 

●女性に対する暴力の防止、根絶へ向けた啓発や活動団体への支援、関係機関との連携、協力

による相談体制の充実を図る。 

●男女双方の意見が反映された市政を推進するとともに、女性の自己実現や活躍に向けたセミ

ナー開催や地域で活躍する女性のネットワークを構築する。 

●差別的な扱いを受けた男性、女性及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋）の方の相談支援と

ともに、多様な性のあり方が認められるパートナーシップ宣誓制度などの地域社会での理解

や啓発を進める。  
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●「たつの市人材育成基本方針」に基づき、庁内研修をはじめ、専門機関が実施する各種職能

向上研修へ職員を派遣するとともに、播磨科学公園都市圏域定住自立圏構成市町等と連携し、

職員の能力開発と組織力の向上に取り組む。 

 

 

■目標値 

指標名 単位 
現状値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

定住自立圏市町連携研修受講者数 人 67 70 

 

 

（３）計画 
持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

12 その他

地域の持続

的発展に関

し必要な事

項 

 職員研修事業 市  
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（
別
表
）
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
特
別
事
業
一
覧

 
持
続
的
発

展
 

施
策
区
分
 

事
業
名
 

（
施
設
名
）
 

事
業
内
容
 

事
業
 

主
体
 

備
考
 

（
事
業
効
果
が
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
説
明
等
）

 

１
 
移
住
・

定
住
・
地
域

間
交
流
の
促

進
、
人
材
育

成
 

（
４
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

 移
住
・
定
住

 

≪
ウ
ェ
ル
カ
ム
た
つ
の
！
移
住
定
住
応
援
事
業
≫

 

移
住
相
談
会
へ
の
出
展
に
加
え
、
Ａ
Ｉ
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
や
マ
ッ
チ

ン
グ
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
ー
ビ
ス
等
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
効
率
的
に
活
用
す
る
こ
と

で
移
住
希
望
者
に
本
市
の
魅
力
を
積
極
的
に
発
信
し
、
移
住
・
定
住
人
口
の
増
加

を
図
る
。
 

市
 

人
口
減
少
は
本
市
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
移
住
・
定
住
促
進

に
対
す
る
取
組
を
強
化
し
、
人
口
減
少
の
抑
制
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
定
住
促
進
住
宅
取
得
支
援
事
業
≫

 

人
口
減
少
対
策
の
一
環
と
し
て
、
転
入
者
や
市
内
在
住
の
若
者
が
新
た
に
住
宅

を
取
得
す
る
費
用
等
の
一
部
を
補
助
し
、
さ
ら
な
る
定
住
促
進
を
図
る
。

 

市
 

人
口
減
少
は
本
市
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
移
住
・
定
住
促
進

に
対
す
る
取
組
を
強
化
し
、
人
口
減
少
の
抑
制
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
若
者
定
住
促
進
奨
学
金
返
還
支
援
事
業
≫

 

市
内
に
定
住
し
、
奨
学
金
の
返
還
を
行
う
若
者
に
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に

よ
り
、
若
者
の
転
出
抑
制
及
び
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
に
よ
る
転
入
促
進
を
図
る
と
と
も

に
、
地
域
産
業
を
支
え
る
優
れ
た
人
材
を
確
保
す
る
。
 

市
 

人
口
減
少
は
本
市
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
定
住
促
進
に
対
す

る
取
組
を
強
化
し
、
人
口
減
少
の
抑
制
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
地

域
産
業
の
活
性
化
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果

は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
三
世
代
同
居
定
住
促
進
住
宅
改
修
支
援
事
業
≫

 

家
族
が
支
え
合
い
な
が
ら
子
育
て
等
が
で
き
る
居
住
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、

三
世
代
同
居
等
の
た
め
に
住
宅
を
改
修
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
、
移
住
及
び

定
住
を
促
進
す
る
。
 

市
 

人
口
減
少
は
本
市
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
移
住
・
定
住
促
進

に
対
す
る
取
組
を
強
化
し
、
人
口
減
少
の
抑
制
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
空
き
家
対
策
総
合
推
進
事
業
≫

 

空
き
家
等
対
策
計
画
に
基
づ
き
、
空
き
家
等
の
発
生
抑
制
、
適
正
管
理
、
利
活

用
の
促
進
、
管
理
不
全
な
状
態
に
あ
る
空
き
家
等
の
所
有
者
に
対
す
る
指
導
等
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
。

 

市
 

空
き
家
対
策
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
は
、
空
き
家
の

増
加
を
抑
制
し
、
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄

与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も

の
で
あ
る
。
 

≪
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
事
業
≫

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
発
信
力
が
高
い
者
が
本
市
の
魅
力
を

P
R
す
る
こ
と
で
、
市
内
外
に

広
く
効
果
的
に
情
報
発
信
す
る
。
 

 

市
 

本
市
の
情
報
や
魅
力
を
効
果
的
に
発
信
し
、
多
く
の
人
に
「
訪

れ
た
い
」、
「
住
み
た
い
」
と
思
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
地
域
活
性

化
、
人
口
減
少
の
抑
制
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は

将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

地
域
間
交
流

 
≪
支
え
合
い
の
地
域
づ
く
り
事
業
≫

 

市
域
及
び
日
常
生
活
圏
域
に
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
協
議
体
を
設
置

し
、
多
様
な
地
域
の
生
活
支
援
及
び
高
齢
者
の
社
会
参
加
の
場
の
創
出
や
、
市
と

企
業
等
と
の
連
携
に
よ
り
多
分
野
が
つ
な
が
る
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

 

市
 

多
様
な
地
域
の
生
活
支
援
や
社
会
参
加
の
場
を
創
出
す
る
こ
と

は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
 

≪
姉
妹
都
市
交
流
推
進
事
業
≫

 

姉
妹
都
市
と
市
民
レ
ベ
ル
で
の
交
流
を
一
層
円
滑
に
推
進
す
る
。

 
市
 

市
民
相
互
の
交
流
は
、
ま
ち
の
活
性
化
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
多
文
化
共
生
社
会
推
進
事
業
≫

 

多
文
化
共
生
社
会
の
構
築
に
向
け
て
、
市
内
在
住
外
国
人
生
活
相
談
や
、
日
本

語
学
習
、
生
活
支
援
講
座
を
実
施
し
、
外
国
人
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る
。
ま

た
、
市
国
際
交
流
協
会
と
連
携
し
、
市
民
向
け
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す
る
。

 

市
 

人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
に
よ
り
人
口
構
造
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

に
な
っ
て
い
る
本
市
に
お
い
て
、
市
内
在
住
外
国
人
の
社
会
参
加

の
促
進
に
よ
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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≪
大
学
生
に
よ
る
地
域
創
生
ア
イ
デ
ア
コ
ン
ペ
事
業
≫

 

大
学
生
の
視
点
に
よ
る
政
策
ア
イ
デ
ア
コ
ン
ペ
を
開
催
し
、
大
学
に
集
積
さ
れ
た

知
識
や
ア
イ
デ
ア
を
生
か
し
た
新
た
な
政
策
の
立
案
や
関
係
人
口
の
増
加
を
図
る
。

 
市

 

大
学
生
の
柔
軟
な
発
想
に
よ
る
政
策
提
言
は
、
地
域
活
性
化
を

生
み
出
す
契
機
と
な
る
の
に
加
え
て
、
大
学
生
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
は
関
係
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業

効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

人
材
育
成
 

≪
多
文
化
共
生
社
会
推
進
事
業
≫

 

多
文
化
共
生
社
会
の
構
築
に
向
け
て
、
市
内
在
住
外
国
人
生
活
相
談
や
、
日
本
語

学
習
、
生
活
支
援
講
座
を
実
施
し
、
外
国
人
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
市

国
際
交
流
協
会
と
連
携
し
、
市
民
向
け
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す
る
。

 

市
 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社
会
情
勢
に
お
い
て
、
学
生
の
間
に
国
際

感
覚
を
養
う
こ
と
は
、
人
材
育
成
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

２
 
産
業
の

振
興
 

（
1
0
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業

 

 第
１
次
産
業

 

≪
新
規
就
農
者
総
合
支
援
事
業
≫

 

独
立
・
自
営
就
農
時
の
年
齢
が

5
0
歳
未
満
の
農
業
経
営
者
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て

強
い
意
志
を
有
す
る
者
に
対
し
、
不
安
定
な
経
営
時
期
に
給
付
金
を
支
給
し
、
経
営

安
定
を
図
る
。
 

市
 

安
定
的
な
農
業
経
営
を
確
保
す
る
こ
と
で
地
域
で
の
生
業
の
確

保
に
つ
な
が
る
た
め
、
移
住
・
定
住
促
進
に
も
寄
与
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
力
ア
ッ
プ
事
業
≫

 

た
つ
の
市
産
の
農
作
物
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
高
め
る
取
組
に
つ
い
て
支
援
し
、
販
売

及
び
販
路
の
拡
大
を
図
る
。
 

市
 

農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
力
ア
ッ
プ
は
、
市
場
競
争
力
を
高
め
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
大
豆
生
産
農
業
機
械
導
入
支
援
事
業
≫

 

国
産
大
豆
の
安
定
供
給
に
向
け
、
醬
油
製
造
の
実
需
者
と
連
携
し
、
営
農
技
術
・

農
業
機
械
の
導
入
等
に
よ
る
生
産
性
向
上
や
増
産
を
支
援
す
る
。

 

市
 

大
豆
生
産
農
業
機
械
導
入
支
援
に
よ
り
、
播
種
作
業
や
収
穫
作

業
で
生
産
性
が
向
上
し
、
作
付
面
積
の
拡
大
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
ベ
ビ
ー
木
育
ギ
フ
ト
事
業
≫

 

西
播
磨
地
域
で
公
益
的
機
能
が
低
下
し
て
い
る
人
工
林
の
間
伐
を
行
っ
た
木
材
を

利
用
し
た
木
製
記
念
品
を
作
成
し
、
市
内
の
新
生
児
に
配
布
す
る
。

 

市
 

新
生
児
を
対
象
に
木
質
記
念
品
を
配
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人

工
林
の
利
用
間
伐
を
促
進
で
き
、
木
材
利
用
普
及
を
図
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

商
工
業
・
６
次
産
 

業
化

≪
就
職
支
援
事
業
≫

 

若
者
か
ら
高
齢
者
ま
で
様
々
な
年
齢
層
に
対
す
る
地
元
企
業
の
情
報
提
供
、
魅
力

発
信
を
行
う
ほ
か
、
包
括
的
な
就
労
支
援
に
よ
り
、
地
域
雇
用
の
安
定
、
拡
大
を
図

る
。

 

市
 

地
元
企
業
の
情
報
提
供
、
魅
力
発
信
に
よ
り
様
々
な
年
齢
層
の

地
元
へ
の
関
心
度
を
高
め
、
移
住
・
定
住
促
進
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
就
職
フ
ェ
ア
実
施
事
業
≫

 

市
内
企
業
の
人
材
確
保
及
び
若
年
層
の
市
内
就
労
を
支
援
す
る
た
め
、
合
同
就
職

説
明
会
を
開
催
し
、
地
域
で
の
雇
用
拡
大
を
図
る
。

 
市

 

企
業
の
人
材
確
保
は
、
地
域
産
業
の
持
続
的
な
発
展
を
支
え
る

と
と
も
に
、
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
や
若
年
層
な
ど
の
求
職
者
と
の
マ
ッ

チ
ン
グ
を
図
る
こ
と
で
、
移
住
・
定
住
促
進
に
も
寄
与
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
中
小
企
業
金
融
対
策
事
業
≫

 

中
小
企
業
へ
の
融
資
援
助
を
行
う
こ
と
で
、
中
小
企
業
の
体
質
強
化
と
資
本
投
資

へ
寄
与
し
、
地
域
産
業
の
振
興
を
図
る
。

 

市
 

事
業
運
転
資
金
や
設
備
資
金
融
資
に
よ
り
、
経
営
体
質
強
化
及

び
資
本
投
資
の
促
進
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
事
業
承
継
促
進
支
援
事
業
≫

 

事
業
承
継
に
課
題
を
抱
え
て
い
る
市
内
中
小
企
業
等
を
支
援
す
る
た
め
、
承
継
に

要
す
る
経
費
の
一
部
を
支
援
す
る
。
 

市
 

長
年
に
わ
た
り
蓄
積
さ
れ
た
産
業
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
散
逸
を

防
ぎ
、
円
滑
な
経
営
資
源
の
引
継
ぎ
及
び
事
業
承
継
を
図
る
こ
と

で
、
産
業
基
盤
の
維
持
及
び
雇
用
の
確
保
・
創
出
を
促
進
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
た
つ
の
産
品
Ｐ
Ｒ
販
売
事
業
≫

 

姉
妹
都
市
と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
て
、
た
つ
の
の
特
産
品
、
観
光
情
報
な

ど
を
販
売
・
発
信
す
る
。。

 

市
 

地
場
産
品
や
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
に
よ
り
、
地
場
産
業
振
興
や
地
元

企
業
の
販
路
拡
大
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来

持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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情
報
通
信
産
業
 

≪
IT
関
連
事
業
所
開
設
支
援
事
業
≫

 

Ｉ
Ｔ
関
連
事
業
者
の
創
業
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
内
の
産
業
振
興
、
地
域

活
性
化
及
び
若
年
層
の
定
住
促
進
を
図
る
。

 
市
 

市
内
経
済
の
持
続
的
成
長
に
向
け
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出

や
情
報
通
信
産
業
の
振
興
、
地
域
活
性
化
を
図
る
た
め
、
Ｉ
Ｔ
企

業
の
進
出
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持

続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

観
光
 

≪
観
光
誘
客
戦
略
事
業
≫

 

本
市
が
有
す
る
豊
富
な
地
域
資
源
を
集
約
し
た
「
情
報
発
信
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
」
を
構
築
し
、
行
政
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
多
岐
に
わ
た
る
情
報
を
効
果
的
か

つ
戦
略
的
に
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
交
流
人
口
の
増
大
を
図
る
。

 
市
 

本
市
の
魅
力
や
観
光
資
源
の
情
報
を
多
岐
に
わ
た
り
発
信
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
行
政
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
構
築
に
よ
り
、
効
果
的
に
情
報
配
信
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
整
備
し
、
交
流
人
口
、
関
係
人
口
の
増
加
、

ひ
い
て
は
観
光
消
費
の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
新
宮
観
光
資
源
整
備
事
業
≫

 

播
磨
地
方
で
一
番
大
き
な
山
桜
の
苗
木
育
成
、
植
樹
、
登
山
道
の
整
備
、
中
世
の

山
城
が
存
在
す
る
城
山
城
跡
の
整
備
を
行
い
、
新
宮
地
域
の
観
光
資
源
を
Ｐ
Ｒ
す

る
。
 

市
 

観
光
資
源
の
整
備
や
Ｐ
Ｒ
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
利
用
者
が
安

心
し
て
登
山
が
で
き
、
観
光
客
を
誘
客
す
る
こ
と
で
交
流
人
口
の

創
出
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
観
光
地
Ｗ
ｉ－
Ｆ
ｉ運
営
事
業
≫

 

市
内
の
観
光
施
設
等
で
実
施
し
て
い
る
た
つ
の
市
観
光
地
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス

（
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
）
の
安
定
稼
働
を
図
る
。

 
市
 

市
内
の
主
要
観
光
施
設
に
観
光
地
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
で
、
来
訪
者
の
情
報
収
集
と
情
報
発
信
に
寄
与
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
定
住
自
立
圏
域
観
光
魅
力
Ｐ
Ｒ
事
業
≫

 

播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自
立
圏
を
構
成
す
る
市
町
の
魅
力
を
広
域
か
つ
効

果
的
に
情
報
発
信
す
る
た
め
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
日
帰
り
の
バ
ス
ツ
ア
ー
を
実

施
す
る
。
 

市
 

マ
イ
ク
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
、
近
隣
地
域
か
ら
徐
々
に

観
光
客
を
引
き
戻
す
こ
と
を
目
的
に
、
情
報
発
信
を
含
め
た
観
光

ツ
ア
ー
を
行
う
こ
と
で
、
参
加
者
の
み
な
ら
ず
情
報
サ
イ
ト
の
閲

覧
者
に
対
し
て
、
構
成
市
町
の
観
光
資
源
や
特
産
品
等
の
情
報
を

周
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
 

≪
た
つ
の
市
Ｐ
Ｒ
事
業
≫

 

市
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
親
善
大
使
と
と
も
に
、
兵
庫
県
等
と
協
働
で
観
光

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
近
畿
及
び
中
国
地
方
の
Ｊ
Ｒ
主
要
駅
構
内
や

岡
山
空
港
に
観
光
イ
メ
ー
ジ
ポ
ス
タ
ー
を
掲
出
し
観
光
誘
客
を
図
る
。

 

市
 

本
市
の
魅
力
や
観
光
資
源
に
つ
い
て
、
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や

ポ
ス
タ
ー
等
を
通
じ
て
発
信
し
、
観
光
誘
客
を
図
る
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
、
地
域
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業

効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
国
民
宿
舎
事
業
≫

 

国
民
宿
舎
の
快
適
な
利
用
環
境
を
維
持
、
施
設
の
魅
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
修

繕
を
行
い
、
更
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
め
る
。

 
市

 

市
内
最
大
規
模
の
収
容
人
員
を
擁
す
る
国
民
宿
舎
の
維
持
・
整

備
に
よ
り
、
宿
泊
観
光
拠
点
と
し
て
観
光
に
よ
る
交
流
人
口
の
拡

大
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
 

企
業
誘
致
 

≪
企
業
立
地
奨
励
事
業
≫

 

た
つ
の
市
企
業
立
地
促
進
条
例
に
基
づ
く
指
定
事
業
者
に
対
し
、
市
内
へ
の
立
地

工
場
等
に
対
す
る
工
場
設
置
奨
励
金
、
緑
化
奨
励
金
、
雇
用
奨
励
金
な
ど
の
奨
励
措

置
を
行
う
。
 

市
 

企
業
誘
致
に
よ
る
雇
用
の
創
出
は
、
移
住
・
定
住
の
促
進
、
Ｕ

Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
対
策
、
若
年
者
の
就
職
支
援
に
寄
与
し
、
雇
用
機
会

の
確
保
に
よ
り
市
民
の
生
活
基
盤
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
他
 

≪
創
業
支
援
事
業
≫

 

市
内
で
創
業
を
計
画
す
る
人
に
支
援
を
行
い
、
産
業
及
び
地
域
の
活
性
化
、
雇
用

の
創
出
、
定
住
促
進
を
図
る
。
 

市
 

市
内
創
業
を
促
し
、
地
域
の
に
ぎ
わ
い
創
出
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
り
、
地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
、
地
域
資
源
の
活
用
へ
の
効

果
が
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

３
地
域
に

お
け
る
情
報

化
 

（
2
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

デ
ジ
タ
ル
技
術
活

 

用
 

≪
行
政
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
事
業
≫

 

「
申
請
書
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
従
来
窓
口
で
手
書
き
し
て

い
た
申
請
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
職
員
の
業
務
効
率
化
を
図

る
。
 

市
 

申
請
書
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
の
効
果
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
業

務
か
ら
順
に
運
用
し
、
以
降
も
継
続
的
に
対
象
業
務
を
拡
充
し
て

い
く
想
定
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続

的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
広
報
活
動
推
進
事
業
≫

 

市
民
等
が
必
要
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
す
る
た
め
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
全
面
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
う
。
 

市
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
全
面
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
う
こ
と
で
、
市
民

や
移
住
希
望
者
等
が
必
要
と
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
な

り
、
よ
り
「
伝
わ
る
」
情
報
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
事
業
効

果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

４
 
交
通
施

設
の
整
備
、

交
通
手
段
の

確
保
 

（
９
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

 公
共
交
通
 

≪
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
運
行
事
業
≫

 

市
域
を
南
北
に
縦
断
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
運
行
す
る
と
と
も
に
、
路
線
バ

ス
の
不
採
算
路
線
に
つ
い
て
支
援
す
る
。

 
市

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
継
続
的
な
運
行
は
、
市
民
の
通
勤
・
通

学
、
通
院
、
買
物
な
ど
の
日
常
生
活
を
支
え
る
と
と
も
に
、
市
内

南
北
の
交
流
促
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
路
線
バ
ス
の
支

援
は
、
近
隣
市
外
と
の
連
携
を
強
化
す
る
幹
線
交
通
の
維
持
を
図

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で

あ
る
。
 

≪
市
民
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
運
行
事
業
≫

 

「
第
２
次
た
つ
の
市
地
域
公
共
交
通
計
画
」
に
基
づ
き
、
交
通
弱
者
が
移
動
し
や

す
い
市
民
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
を
運
行
し
、
市
民
生
活
の
利
便
性
向
上
を
図
る
。

 
 

た
つ
の
市
地
域
 

公
共
交
通
会
議
 

市
民
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
継
続
的
な
運
行
は
、
公
共
交
通
空

白
地
域
を
解
消
し
、
市
民
の
移
動
手
段
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
寄
与
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で

あ
る
。
 

≪
定
住
自
立
圏
域
バ
ス
運
行
事
業
≫

 

播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自
立
圏
内
人
口
の
流
出
に
歯
止
め
を
か
け
、
圏
域

内
交
流
人
口
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
圏
域
バ
ス
を
運
行
し
、
圏
域
内
の
公
共
交
通
の

利
便
性
向
上
を
図
る
。
 

市
 

圏
域
バ
ス
の
継
続
的
な
運
行
は
、
定
住
自
立
圏
域
内
人
口
の
流

出
に
歯
止
め
を
か
け
、
交
流
人
口
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
圏
域

内
の
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業

効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
姫
新
線
利
用
促
進
・
活
性
化
事
業
≫

 

姫
新
線
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
定
期
乗
車
券
購
入
者
に
対
し
駐
車
場
等
の
利

用
料
金
の
助
成
を
行
う
と
と
も
に
、
姫
新
線
の
利
便
性
向
上
・
利
用
促
進
等
の
方
策

を
兵
庫
県
及
び
沿
線
市
町
と
と
も
に
調
査
・
研
究
し
、
利
用
促
進
活
動
を
実
施
す

る
。

 

市

 

姫
新
線
の
利
用
促
進
活
動
は
、
大
量
輸
送
・
高
速
移
動
に
よ
る

都
市
間
連
携
を
強
化
す
る
役
割
を
担
う
重
要
な
地
方
鉄
道
の
維

持
・
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

５
 
生
活
環

境
の
整
備
 

（
７

）
過

疎
地

域
持

続
的

発
展

特

別
事
業
 

 防
災
・
防
犯
 

≪
西
は
り
ま
消
防
組
合
事
業
（
消
防
力
適
正
配
置
等
調
査
事
業
）
≫

 

現
状
の
消
防
力
の
分
析
や
将
来
の
消
防
需
要
に
対
応
し
た
効
率
的
・
効
果
的
な
消

防
力
整
備
の
方
策
・
検
討
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
専
門
機
関
に
調
査
業
務

を
委
託
す
る
。
 

西
は
り
ま

消
防
組
合
 

管
内
の
将
来
の
人
口
動
態
及
び
消
防
需
要
の
変
動
を
踏
ま
え
た

消
防
力
の
適
正
配
置
を
実
施
し
て
い
く
上
で
の
基
礎
資
料
と
し
て

作
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
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≪
地
域
防
災
リ
ー
ダ
ー
育
成
支
援
事
業
≫

 

自
主
防
災
組
織
、
民
間
企
業
の
防
災
担
当
者
等
を
対
象
と
し
た
防
災
講
習
会
を
開

催
し
、
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
支
援
す
る
。

 
市

 

地
域
防
災
力
の
向
上
は
、
災
害
初
動
期
の
対
応
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
た
め
、
地
域
防
災
の
中
心
と
な
る
自
主
防
災
組
織
等
の
リ

ー
ダ
ー
を
養
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続

的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補
助
事
業
≫

 

地
域
で
の
見
守
り
活
動
や
犯
罪
抑
止
を
図
る
た
め
、
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
地

域
団
体
を
支
援
す
る
。

 
市

 

ま
ち
づ
く
り
防
犯
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
地
域
団
体
が
防
犯
カ
メ
ラ

を
設
置
す
る
こ
と
で
、
地
域
犯
罪
の
発
生
の
抑
止
や
地
域
住
民
の

安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来

持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
地
域
の
安
全
安
心
見
守
り
カ
メ
ラ
設
置
事
業
≫

  

犯
罪
の
抑
止
効
果
を
高
め
、
通
学
時
や
外
出
時
の
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
通
学
路
や
学
校
周
辺
を
中
心
と
し
た
道
路
等
に
見
守
り
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
。

 
市
 

見
守
り
カ
メ
ラ
の
設
置
に
よ
り
、
通
学
時
や
外
出
時
の
子
ど
も

の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
市
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
防
災
対
策
備
蓄
事
業
≫

  

災
害
発
生
直
後
に
必
要
と
な
る
食
料
や
生
活
必
要
物
資
等
を
計
画
的
に
更
新
し
、

備
蓄
物
資
の
充
実
を
図
る
。

 

市
 

食
料
や
生
活
必
要
物
資
の
計
画
的
な
備
蓄
、
更
新
に
よ
り
、
災

害
発
生
時
の
安
全
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は

将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
水
防
活
動
事
業
≫

 

大
雨
・
洪
水
に
よ
る
被
害
防
止
と
軽
減
の
た
め
、
各
地
区
で
土
の
う
を
作
成
し
、

災
害
時
の
迅
速
な
対
応
に
備
え
る
。

 
市

 

自
主
防
災
組
織
や
消
防
団
等
の
参
加
に
よ
り
、
土
の
う
作
成
や

土
の
う
積
工
法
の
習
得
訓
練
を
行
い
、
水
防
活
動
が
行
え
る
体
制

を
整
え
る
と
と
も
に
、
作
成
し
た
土
の
う
を
各
自
治
会
で
保
管
す

る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
時
に
迅
速
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

そ
の
他
 

≪
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
事
業
≫

 

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
た
め
、
飲
食
店
や
宿
泊
施
設
を
対
象
に
「
食
べ
き
り
運
動
協

力
店
」
を
募
集
・
登
録
し
、
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
の
実
施

や
、
市
内
ス
ー
パ
ー
に
お
け
る
食
品
廃
棄
物
の
削
減
に
対
す
る
支
援
を
行
う
。

 

市
 

家
庭
か
ら
発
生
す
る
食
品
ロ
ス
と
事
業
活
動
に
よ
り
発
生
す
る

食
品
ロ
ス
双
方
の
削
減
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
資
源
の
有
効
活

用
及
び
環
境
負
荷
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果

は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
人
と
動
物
の
共
生
事
業
≫

 

動
物
の
適
正
飼
育
へ
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
狂
犬
病
発
生
の
防
止

に
努
め
、
人
と
動
物
が
快
適
に
暮
ら
す
ま
ち
の
実
現
を
図
る
。

 

市
 

犬
の
登
録
や
予
防
注
射
を
確
実
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
狂
犬
病

の
発
生
と
ま
ん
延
防
止
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は

将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
不
法
投
棄
撲
滅
事
業
≫

 

後
を
絶
た
な
い
不
法
投
棄
に
対
し
て
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
り
不
法
投
棄
の

撲
滅
に
向
け
た
活
動
や
啓
発
を
進
め
る
。

 

市
 

不
法
投
棄
監
視
協
力
員
に
よ
る
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
り
不

法
放
棄
の
撲
滅
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持

続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
ご
み
ゼ
ロ
推
進
事
業
≫

 

ご
み
減
量
化
に
取
り
組
む
事
業
所
の
認
定
、
小
学
生
の
家
庭
で
の
ご
み
の
分
別
や

集
団
回
収
運
動
の
奨
励
、
生
ご
み
の
減
量
化
の
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ご
み
の
減
量
化
の
啓
発
、
循
環
型
社
会
の
構
築
に
努
め
る
。

 

市
 

資
源
ご
み
の
分
別
を
啓
発
す
る
こ
と
で
、
ご
み
の
発
生
抑
制
、

再
利
用
、
再
資
源
化
の
取
組
を
進
め
、
ご
み
を
循
環
資
源
と
し
て

有
効
利
用
し
、
市
民
参
画
に
よ
る
循
環
型
社
会
の
推
進
を
図
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
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６
 
子
育
て

環
境
の
確

保
、
高
齢
者

等
の
保
健
及

び
福
祉
の
向

上
及
び
増
進

 

（
８
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

 児
童
福
祉
 

≪
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
（
乳
幼
児
等
）
≫

 

乳
幼
児
等
に
対
し
、
保
険
診
療
費
に
係
る
自
己
負
担
額
の
全
部
を
助
成
す
る
。

 
市
 

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
（
こ
ど
も
）≫

 

全
て
の
子
ど
も
（
９
歳
到
達
後
最
初
の
４
月
１
日
か
ら

1
5
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

末
ま
で
）
に
対
し
、
保
険
診
療
費
に
係
る
自
己
負
担
額
の
全
部
を
助
成
す
る
。

 

市
 

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
高
校
生
等
医
療
費
助
成
事
業
≫

 

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
高
校
生
等
に
対
し
、
保
険
診
療
費
の
自
己
負
担
額
の
全

部
を
助
成
す
る
。
 

 

市
 

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
福
祉
医
療
費
助
成
事
業
（
母
子
家
庭
等
）
≫

 

母
子
家
庭
等
に
対
し
、
保
険
診
療
費
に
係
る
自
己
負
担
額
の
一
部
を
助
成
す
る
。

 

 

市
 

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
す
く
す
く
運
営
事
業
≫

 

1
8
歳
ま
で
の
児
童
と
そ
の
家
庭
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
総
合
的
な
相
談
や

継
続
的
な
支
援
を
提
供
す
る
。
ま
た
、
関
係
機
関
と
連
携
を
行
う
こ
と
で
切
れ
目
の

な
い
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
。
 

 

市
 

地
域
で
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
、
総
合
的
な
相
談
、

支
援
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
は
つ
ら
つ
運
営
事
業
≫

 

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
行
う
た
め
の
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
育
て
世
代
の
安
心
感
を
醸
成
す
る
。

 
市
 

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
不
安
や
悩
み
等
に
対
応
す
る

た
め
に
は
間
口
を
大
き
く
と
っ
た
起
点
が
必
要
で
あ
り
、
長
期
に

わ
た
る
子
育
て
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
私
立
保
育
所
等
運
営
事
業
（
負
担
金
、
補
助
及
び
交
付
金
分
）
≫

 

市
内
私
立
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
経
費
や
特
別
保
育
経
費
を
補
助
し
、

保
育
環
境
や
保
育
体
制
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
保
育
士
の
質
の
向
上
や
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
を
含
め
た
保
育
士
等
処
遇
改
善
に
努
め
る
。

 

市
 

市
内
私
立
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
運
営
経
費
や
特
別
保

育
経
費
を
適
切
に
補
助
す
る
こ
と
で
、
市
内
保
育
需
要
に
対
す
る

量
及
び
質
の
確
保
に
努
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
私
立
保
育
所
等
保
育
士
処
遇
改
善
事
業
≫

 

市
内
私
立
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
め
る
離
職
率
の
高
い
経
験
年
数
が
７
年

未
満
の
保
育
士
に
対
し
て
給
与
に
係
る
処
遇
改
善
を
実
施
し
、
保
育
士
の
離
職
を
防

ぐ
。
 

市
 

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
い
、
保
育
を
希
望
す
る
保
護

者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
育
士
の
離
職
を
防

ぎ
、
保
育
及
び
教
育
実
施
の
受
入
体
制
を
整
え
、
保
育
の
質
・
量

の
確
保
と
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持

続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

≪
保
育
士
等
確
保
事
業
≫

 

市
内
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー
、
保
育
士
職
場
チ
ャ
レ
ン
ジ
等

を
実
施
す
る
こ
と
で
、
市
内
で
保
育
士
・
保
育
教
諭
と
し
て
働
く
こ
と
の
魅
力
を
伝

え
、
就
労
へ
の
不
安
解
消
と
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
で
、
人
材
の
確
保
に
つ
な

げ
る
。
ま
た
、
市
内
私
立
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
に
採
用
さ
れ
た
保
育
士
・
保
育

教
諭
に
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
保
育
士
の
職
場
復
帰
を
応
援
し
、

人
材
確
保
を
図
る
。
 

市
 

本
市
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
保
育
士
不
足
の
解
消
を
図
り
、
保

育
の
量
の
確
保
及
び
質
の
向
上
に
つ
な
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
幼
児
教
育
・
保
育
環
境
向
上
事
業
≫

 

新
た
に
保
育
の
担
い
手
と
な
る
子
育
て
支
援
員
を
養
成
す
る
研
修
受
講
に
伴
う
負

担
金
の
補
助
を
行
う
。

 

 

市
 

地
域
の
子
育
て
支
援
に
意
欲
の
あ
る
人
を
「
子
育
て
支
援
員
」

と
し
て
養
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
保
育
の
担
い
手
を
確
保

し
、
子
育
て
環
境
の
充
実
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果

は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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≪
保
育
料
軽
減
事
業
≫

 

３
歳
未
満
児
の
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
者
負
担
額
を
補
助
し
、
子
育

て
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
。

 
市
 

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
後
も
３
歳
未
満
児
は
利
用
者
負
担

額
を
負
担
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
た
め
、
今
後
も
子
育
て
世
帯
の

負
担
軽
減
の
た
め
継
続
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果

は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
中
央
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
給
食
提
供
事
業
・
北
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
給
食
提
供
事
業
≫

 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
市
立
中
学
校
ま
た
は
播
磨
高
原
広
域
事
務
組
合
立
中
学
校

に
在
籍
す
る
生
徒
に
対
し
、
学
校
給
食
を
無
償
で
提
供
す
る
。

 

市
 

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
・
包
括
相
談
支
援
事
業
≫

 

全
て
の
妊
婦
・
子
育
て
家
庭
が
安
心
し
て
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る
環
境
整
備
を

図
る
た
め
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
・
子
育
て
ま
で
、
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
支
援
に

つ
な
ぐ
伴
走
型
相
談
支
援
の
実
施
と
併
せ
て
応
援
金
を
給
付
す
る
。

 

市
 

応
援
金
の
給
付
に
よ
り
、
出
産
・
子
育
て
等
の
見
通
し
を
立
て

る
た
め
の
伴
走
型
相
談
支
援
の
実
効
性
が
高
ま
り
、
地
域
の
中
で

孤
立
感
や
不
安
感
を
抱
く
妊
婦
・
子
育
て
家
庭
へ
の
早
期
ア
プ
ロ

ー
チ
が
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続

的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
は
つ
ら
つ
ベ
ビ
ー
ま
ご
こ
ろ
便
事
業
≫

 

乳
児
の
保
護
者
に
対
し
、
紙
お
む
つ
等
ベ
ビ
ー
用
品
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、

保
護
者
の
経
済
的
負
担
及
び
外
出
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
育
児
相
談
窓
口

で
あ
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
「
は
つ
ら
つ
」
を
周
知
し
、
育
児
不
安
の
解
消
を
図

る
。
 

市
 

産
後
の
母
子
が
抱
え
る
困
り
ご
と
に
対
し
、
各
種
の
母
子
保
健

事
業
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
げ
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
と

併
せ
て
、
そ
の
後
の
育
児
不
安
の
軽
減
が
期
待
で
き
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
妊
活
サ
ポ
ー
ト
事
業
≫

 

少
子
化
の
中
、
不
妊
・
不
育
症
に
悩
む
人
を
支
援
す
る
た
め
、
不
妊
治
療
費
及
び

不
育
症
治
療
費
の
一
部
を
補
助
又
は
助
成
し
、
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
。

 
市
 

不
妊
・
不
育
症
治
療
の
補
助
及
び
助
成
は
少
子
化
対
策
の
根
幹

を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も

の
で
あ
る
。
 

 
 

≪
祝
入
学
支
援
事
業
≫

 

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
小
学
校
入
学
に
際
し
て
必
要

と
な
る
学
用
品
の
一
部
を
入
学
祝
い
品
と
し
て
贈
呈
す
る
。

 

市
 

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
≫

 

育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
人
と
援
助
を
行
い
た
い
人
と
が
お
互
い
に
会
員
と
な
る

相
互
援
助
組
織
を
構
成
し
て
会
員
と
の
連
絡
、
調
整
を
行
い
、
子
育
て
を
地
域
で
支

え
合
う
環
境
づ
く
り
を
行
う
。

 

市
 

地
域
で
子
育
て
世
帯
の
援
助
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業

効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
高
等
学
校
等
入
学
準
備
金
支
給
事
業
≫

 

生
活
困
窮
世
帯
に
対
し
、
高
等
学
校
等
へ
の
入
学
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
支
援

し
、
子
育
て
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
。

 

市
 

生
活
困
窮
世
帯
の
子
育
て
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図

り
、
当
該
生
徒
の
教
育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
≫

 

放
課
後
に
保
護
者
の
い
な
い
家
庭
に
お
け
る
小
学
校
児
童
の
健
全
育
成
の
た
め
、

小
学
校
の
空
き
教
室
等
を
利
用
し
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
開
設
す
る
。

 

 

市
 

児
童
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
場
を
提
供
し
、
児
童
の
健
全
育
成

に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
 

≪
子
育
て
つ
ど
い
の
広
場
運
営
事
業
≫

 

保
護
者
と
子
ど
も
が
、
気
軽
に
つ
ど
い
、
交
流
す
る
場
を
提
供
し
、
自
由
遊
び
、
グ

ル
ー
プ
活
動
、
相
談
・
情
報
提
供
等
を
行
い
、
子
育
て
を
支
援
す
る
。

 

 

市
 

保
護
者
と
子
ど
も
に
交
流
の
場
を
提
供
し
、
子
育
て
相
談
等
の

支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
子
育
て
の
不
安
感
等
を
緩
和
し
、
子

ど
も
の
健
全
な
育
成
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果

は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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≪
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
≫

 

要
支
援
、
要
保
護
児
童
、
特
定
妊
産
婦
等
が
い
る
家
庭
の
居
宅
を
委
託
し
た
事
業

所
の
訪
問
支
援
員
が
訪
問
し
、
家
庭
で
抱
え
る
不
安
や
悩
み
を
傾
聴
す
る
と
と
も

に
、
家
事
・
育
児
等
を
支
援
す
る
。

 

市
 

継
続
的
に
家
事
及
び
養
育
を
必
要
と
す
る
方
へ
支
援
す
る
こ
と

に
よ
り
、
家
庭
や
養
育
環
境
を
整
え
、
虐
待
リ
ス
ク
の
高
ま
り
を

未
然
に
防
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 高
齢
者
・
障
害
者
 

福
祉

 

≪
支
え
合
い
の
地
域
づ
く
り
事
業
≫

 

市
域
及
び
日
常
生
活
圏
域
に
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
協
議
体
を
設
置

し
、
多
様
な
地
域
の
生
活
支
援
及
び
高
齢
者
の
社
会
参
加
の
場
の
創
出
や
、
市
と
企

業
等
と
の
連
携
に
よ
り
多
分
野
が
つ
な
が
る
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

 

市
 

多
様
な
地
域
の
生
活
支
援
や
社
会
参
加
の
場
を
創
出
す
る
こ
と

は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
に

つ
な
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
 

≪
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
事
業
≫

 

日
常
生
活
に
お
け
る
交
通
手
段
を
持
た
な
い
高
齢
者
等
の
世
帯
を
対
象
に
、
交
通

利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
、
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
。
ま
た
、
タ

ク
シ
ー
利
用
券
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
も

助
成
す
る
。

 

市
 

日
常
の
移
動
手
段
を
持
た
な
い
高
齢
者
に
対
す
る
移
動
コ
ス
ト

の
低
減
に
よ
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ

く
り
や
日
常
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
高
齢
者
お
で
か
け
支
援
事
業
≫

 

既
存
の
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る

世
帯
に
対
し
、
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付
し
、
交
通
利
便
の
向
上
を
図
る
。

 
市
 

日
中
独
居
等
で
移
動
手
段
の
な
い
高
齢
者
に
対
す
る
移
動
コ
ス

ト
の
低
減
に
よ
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境

づ
く
り
や
日
常
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
認
知
症
総
合
支
援
事
業
【
特
別
会
計
】
≫

 

認
知
症
の
早
期
発
見
、
早
期
対
応
、
関
係
機
関
連
携
、
普
及
啓
発
等
を
行
い
、
認

知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る

た
め
の
支
援
体
制
を
構
築
す
る
。

 

市
 

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
啓
発
の
推
進
、
適
切

な
医
療
・
介
護
等
の
提
供
に
よ
り
認
知
症
の
人
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

≪
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
助
成
事
業
≫

 

重
度
の
障
害
者
に
対
し
て
、
交
通
手
段
と
し
て
の
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
た
め
の

費
用
を
補
助
す
る
。

 
市
 

日
常
の
移
動
手
段
を
持
た
な
い
障
害
者
に
対
す
る
移
動
コ
ス
ト

の
低
減
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
す
環
境
づ
く
り
や
日
常
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 

≪
福
祉
資
格
取
得
助
成
事
業
≫

 

定
住
自
立
圏
域
内
の
施
設
に
勤
務
又
は
勤
務
予
定
の
介
護
職
員
に
対
し
、
資
質
向

上
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
に
福
祉
資
格
取
得
に
要
し
た
経
費
の
一
部
を

 
市
 

高
齢
化
に
伴
う
介
護
人
材
が
不
足
す
る
中
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

担
い
手
の
育
成
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 

≪
生
活
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
事
業
≫

 

「
緩
和
し
た
基
準
に
よ
る
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
」
の
従
事
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、

研
修
会
を
開
催
す
る
。

 
市
 

高
齢
化
に
伴
い
介
護
人
材
が
不
足
す
る
中
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

担
い
手
の
確
保
に
対
す
る
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢

者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も

の
で
あ
る
。
 

健
康
づ
く
り
 

≪
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
≫

 

支
援
を
必
要
と
す
る
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
助
産
師
な
ど
の
専
門
職
が
家
庭
訪
問
等

を
実
施
し
、
安
心
し
て
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

 
市
 

妊
娠
期
か
ら
専
門
職
が
関
わ
り
、
出
産
や
産
後
の
育
児
、
社
会

生
活
に
お
け
る
躓
き
を
極
力
小
さ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事

業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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≪
は
つ
ら
つ
マ
タ
ニ
テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
事
業
≫

 

産
前
産
後
期
間
の
妊
産
婦
が
利
用
す
る
家
事
支
援
料
金
、
タ
ク
シ
ー
料
金
、
妊
婦

健
康
診
査
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
。
 

市
 

産
前
産
後
に
か
か
る
費
用
を
包
括
的
に
助
成
す
る
こ
と
で
、
育

児
不
安
の
軽
減
に
資
す
る
と
と
も
に
、
本
市
で
子
育
て
を
検
討
さ

れ
る
人
に
選
ば
れ
る
た
め
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 

≪
風
し
ん
抗
体
検
査
及
び
予
防
接
種
助
成
事
業
≫

 

成
人
男
性
対
象
に
風
し
ん
抗
体
検
査
及
び
予
防
接
種
を
行
い
、
疾
病
の
感
染
及
び

妊
婦
の
感
染
に
よ
る
子
ど
も
の
先
天
性
風
疹
症
候
群
の
発
生
を
予
防
す
る
。

 
市
 

成
人
男
性
の
疾
病
の
感
染
予
防
及
び
妊
婦
の
感
染
に
よ
る
先
天

性
風
疹
症
候
群
の
発
生
を
予
防
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
風
し
ん
の

蔓
延
防
止
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 

≪
こ
ど
も
予
防
接
種
助
成
事
業
≫

 

乳
幼
児
対
象
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
お
た
ふ
く
か
ぜ
予
防
接
種
を
行
い
、
疾
病

予
防
及
び
重
症
化
予
防
と
こ
ど
も
園
や
幼
稚
園
で
の
蔓
延
防
止
を
図
る
。

 
市
 

任
意
接
種
で
あ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
お
た
ふ
く
か
ぜ
予
防

接
種
の
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
で
、
育
児
不
安
の
軽
減
に
資
す
る

と
と
も
に
、
本
市
で
子
育
て
を
検
討
さ
れ
る
人
に
選
ば
れ
る
た
め

の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は

将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

 

そ
の
他
 

≪
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
受
入
事
業
≫

 

ま
ち
未
来
創
生
戦
略
の
推
進
に
当
た
り
、
寄
附
を
希
望
す
る
企
業
と
の
マ
ッ
チ
ン

グ
（
働
き
か
け
）
を
行
い
、
課
題
の
解
決
に
向
け
た
企
業
連
携
を
構
築
す
る
。

 
市
 

ま
ち
未
来
創
生
戦
略
に
基
づ
く
事
業
に
賛
同
す
る
企
業
か
ら
、

 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
（
地
方
創
生
応
援
税
制
寄
附
金
）
を
受

け
入
れ
る
こ
と
で
新
た
な
財
源
確
保
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
企

業
と
の
連
携
が
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来

持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

７
 
医
療
の

確
保
 

 

（
３
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

そ
の
他
 

≪
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
ＩＣ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
運
営
事
業
≫

 

パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
て
、
利
用
者
情
報
を
主
治

医
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
訪
問
看
護
師
な
ど
の
関
係
機
関
が
共
有
す
る
こ
と
で
、
医

療
と
介
護
の
敏
速
か
つ
円
滑
な
連
携
を
図
る
。

 

市
 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
情
報
共
有
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
敏
速
か
つ
円
滑

な
連
携
が
で
き
住
み
慣
れ
た
地
域
で
最
期
ま
で
自
分
ら
し
い
生
活

を
継
続
す
る
体
制
を
整
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

８
 
教
育
の

振
興
 

（
４
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

 幼
児
教
育
 

≪
公
立
こ
ど
も
園
等
遊
び
は
学
び
事
業
≫

 

公
立
こ
ど
も
園
等
で
の
遊
び
を
よ
り
充
実
さ
せ
、
園
で
の
遊
び
が
大
切
な
学
び
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
小
学
校
教
育
と
の
滑
ら
か
な
接
続
を
図
る
。

 
市
 

園
所
で
の
遊
び
を
よ
り
充
実
さ
せ
、
遊
び
が
大
切
な
学
び
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
幼
児
教
育
・
保
育
と
小
学

校
教
育
の
滑
ら
か
な
接
続
を
進
め
る
。
ま
た
、
各
園
所
に
お
い

て
、
地
域
人
材
を
生
か
し
た
特
色
あ
る
取
組
を
継
続
的
に
実
施
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で

あ
る
。
 

義
務
教
育
 

≪
が
ん
ば
る
児
童
・
生
徒
応
援
事
業
≫

 

英
語
検
定
の
検
定
料
補
助
及
び
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
派
遣
を
行
い
、
小
中
学
生
の
英
語
能
力

の
向
上
を
図
る
。
ま
た
、
外
部
指
導
者
を
派
遣
し
、
部
活
動
の
充
実
及
び
小
学
校
に

お
け
る
児
童
の
体
力
向
上
を
図
る
。
 

市
 

児
童
生
徒
の
英
語
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
に

つ
な
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ

も
の
で
あ
る
。
 

≪
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
推
進
事
業
≫

 

外
部
講
師
に
よ
る
体
験
学
習
を
行
い
、
そ
の
中
か
ら
児
童
生
徒
が
課
題
を
見
つ

け
、
自
ら
問
題
解
決
で
き
る
力
を
育
成
す
る
。
ま
た
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
る

た
め
、
希
望
す
る
生
徒
を
対
象
に
高
等
学
校
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
機
会

を
創
出
す
る
。

 

市
 

児
童
生
徒
の
興
味
関
心
や
探
求
心
を
高
め
、
児
童
生
徒
が
自
ら

問
題
を
発
見
し
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
能
力
の
向
上
に
つ
な
げ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
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≪
Ｇ
ＩＧ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
促
進
事
業
≫

 

学
習
支
援
ソ
フ
ト
と
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
１
人
１
台
タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
の
更
な
る
活
用
を
推
進
し
、
児
童
生
徒
の
情
報
活
用
能
力
及
び
学
力
の
向

上
を
図
る
。
ま
た
、
教
職
員
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
で
授
業
力
向
上
を
図
る
。

 

市
 

児
童
生
徒
の
情
報
活
用
能
力
及
び
学
力
の
向
上
に
つ
な
げ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
ＩＣ
Ｔ
教
育
環
境
整
備
事
業
≫

 

情
報
化
社
会
に
対
応
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
推
進
を
図
る
た
め
、
小
中
学
校
に
お
け

る
教
育
環
境
の
整
備
を
行
う
。

 

市
 

情
報
化
社
会
に
対
応
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
環
境
の
構
築
に
つ
な
げ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で

あ
る
。
 

≪
小
中
一
貫
教
育
推
進
事
業
≫

 

小
中
一
貫
教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
中
学
校
区
を
軸
と
し
た
小
学
校
と
中
学
校
が

「
め
ざ
す
子
ど
も
像
」
を
共
有
し
て
連
携
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
新
宮
地
区

に
お
い
て
、
保
護
者
、
地
域
住
民
、
学
校
関
係
者
と
一
体
と
な
っ
て
新
し
い
学
校
づ

く
り
を
行
う
。

 

市
 

児
童
生
徒
が
、
幅
広
い
知
識
と
柔
軟
な
思
考
に
基
づ
き
、
創
造

力
を
培
う
と
と
も
に
、
確
か
な
学
力
を
向
上
さ
せ
、
豊
か
な
心
や

健
や
か
な
体
を
育
む
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

 
 

≪
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
支
援
事
業
≫

 

義
務
教
育
９
年
間
を
見
通
し
た
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
特
別

支
援
教
育
を
中
心
と
し
た
人
員
の
配
置
及
び
交
流
事
業
を
進
め
る
と
と
も
に
、
相
談

体
制
の
充
実
を
図
る
。

 

市
 

特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
個
別
対
応
す
る
こ
と

に
よ
り
、
安
心
し
て
学
習
で
き
る
体
制
を
整
え
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
不
登
校
児
童
生
徒
支
援
事
業
≫

 

不
登
校
を
中
心
と
し
た
学
校
教
育
の
課
題
に
対
し
、
教
師
の
教
育
相
談
能
力
の
育

成
を
図
る
と
と
も
に
、
不
登
校
の
未
然
防
止
、
早
期
発
見
の
た
め
の
相
談
窓
口
を
設

置
し
、
支
援
体
制
を
確
立
す
る
。

 

 

市
 

不
登
校
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
に
対
し
、
直
接
的
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
心
し
て
学
習
で
き
る
体
制
を
整
え
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

≪
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
事
業
≫

 

小
学
校
に
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
不
登
校
児
童
の
学
び
の
場
を
提
供
す

る
と
と
も
に
、
不
登
校
支
援
員
や
言
語
聴
覚
士
が
学
校
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
個
々

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
。

 

市
 

不
登
校
児
童
生
徒
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
安
心
し
て
学
習
で
き
る
体
制
を
整
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

生
涯
学
習
・
ス
ポ
 

ー
ツ
 

≪
電
子
図
書
館
事
業
≫

 

播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自
立
圏
構
成
市
町
と
連
携
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
電
子
書
籍
の
貸
出
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
。

 
市
 

圏
域
の
図
書
館
か
ら
遠
方
に
居
住
す
る
市
民
や
来
館
が
困
難
な

市
民
に
対
し
、
図
書
が
気
軽
に
入
手
で
き
る
手
段
と
し
て
、
学
習

す
る
機
会
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持

続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
夢
事
業
≫

 

小
・
中
学
生
を
対
象
に
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
体
験
を
通
じ
、
子

ど
も
た
ち
が
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
機
会
を
つ
く
る
こ
と
に
よ

り
、
夢
を
持
ち
、
目
標
を
立
て
、
努
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
機
会
と
す
る
。

 
市
 

少
子
化
に
よ
り
日
常
的
に
遊
ぶ
仲
間
が
減
少
し
、
リ
ス
ペ
ク
ト

精
神
を
学
ぶ
機
会
が
減
少
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
小
・

中
学
生
を
対
象
に
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
か
ら
指
導
を
受
け
、
よ
り

高
い
レ
ベ
ル
で
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
機
会
を
創
出
す
る
と
と
も

に
、
豊
か
な
人
間
性
を
築
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将

来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
定
住
自
立
圏
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ア
開
催
事
業
≫

 

播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自
立
圏
連
携
事
業
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
体
験
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
、
圏
域
の
魅
力
を
内
外
に
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、
圏
域
住
民
の
交
流

人
口
の
増
大
を
図
る
。

 

市
 

ス
ポ
ー
ツ
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
圏
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ

へ
の
関
心
を
高
め
、
交
流
人
口
の
増
大
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
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≪
こ
ど
も
未
来
応
援
塾
運
営
事
業
≫

 

夏
季
休
業
期
間
に
地
域
指
導
者
に
よ
る
学
習
や
体
験
を
行
う
こ
と
で
、
学
習
習
慣

の
定
着
と
基
礎
学
力
の
向
上
を
図
る
。

 
市

 

夏
季
休
業
期
間
中
に
地
域
の
指
導
者
等
に
よ
る
学
習
や
体
験

活
動
を
行
う
こ
と
で
、
学
習
習
慣
の
定
着
や
基
礎
学
力
の
向
上

に
つ
な
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に

及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

９
 
集
落
の

整
備
 

（
２
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

集
落
整
備
 

≪
輝
く
地
域
応
援
事
業
≫

 

様
々
な
課
題
に
直
面
す
る
地
域
や
団
体
の
自
主
的
な
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
を
行
い
、
市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
。

 
市
 

人
口
減
少
が
加
速
す
る
中
で
、
地
域
が
主
体
的
に
取
り
組
む

持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事

業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

1
0
 
地
域
文

化
の
振
興
等
 

 

（
２
）
過
疎
地
域
持

続
的
発
展
特

別
事
業
 

 地
域
文
化
振
興
 

≪
弥
生
時
代
ま
る
ご
と
体
験
事
業
≫

 

市
民
と
協
働
し
て
、
国
指
定
史
跡
「
新
宮
宮
内
遺
跡
」
の
維
持
や
古
代
体
験
等
を

行
う
。

 
市
 

史
跡
の
適
切
な
維
持
管
理
や
地
域
住
民
に
愛
さ
れ
、
地
域
の

魅
力
を
向
上
さ
せ
る
史
跡
づ
く
り
の
た
め
、
行
政
と
市
民
と
の

長
期
に
わ
た
る
協
働
を
行
う
た
め
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効

果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
観
光
協
会
補
助
事
業
（
し
ん
ぐ
う
ふ
る
さ
と
フ
ェ
ス
タ
等
）
≫

 

国
指
定
史
跡
「
新
宮
宮
内
遺
跡
」
を
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
商
工
会
、
自
治

会
を
は
じ
め
地
域
住
民
や
グ
ル
ー
プ
の
参
画
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
。

 

観
光
 

協
会
 

国
指
定
史
跡
「
新
宮
宮
内
遺
跡
」
公
園
内
で
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
、
地
域
の
魅
力
発
見
と
地
域
活
性
化
を
図
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
郷
土
の
魅
力
発
信
事
業
≫

 

播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自
立
圏
を
構
成
す
る
市
町
の
歴
史
や
文
化
財
に
つ

い
て
、
年
度
ご
と
に
テ
ー
マ
を
設
け
て
紹
介
す
る
巡
回
展
等
を
開
催
す
る
。

 

市
 

圏
域
内
の
各
市
町
が
貴
重
な
資
料
を
展
示
し
、
ふ
る
さ
と
の

文
化
財
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事

業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

≪
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
企
画
事
業
≫

 

優
れ
た
歴
史
文
化
遺
産
や
埋
蔵
文
化
財
を
収
集
展
覧
し
、
講
演
会
や
現
地
見
学
会

等
を
通
じ
て
紹
介
す
る
。

 
市
 

地
域
住
民
が
郷
土
の
歴
史
を
学
び
、
そ
の
魅
力
を
発
見
す
る

た
め
に
、
地
域
の
歴
史
を
物
語
る
資
料
の
展
示
等
に
よ
る
継
続

的
な
情
報
発
信
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果

は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

≪
ふ
る
さ
と
発
見
た
つ
の
探
訪
事
業
≫

 

市
内
の
豊
か
な
歴
史
遺
産
、
多
彩
な
文
化
遺
産
を
地
域
の
幅
広
い
世
代
と
共
有

し
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
動
機
づ
け
の
一
環
と
し
て
、
歴
史
講
座
等
を
開
催
す
る
。

 

市
 

地
域
資
源
で
あ
る
文
化
財
等
の
保
全
と
活
用
を
図
り
、
歴
史

と
文
化
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

1
2
 
そ
の
他

地
域
の
持
続

的
発
展
に
関

し
必
要
な
事

項
  

 
≪
職
員
研
修
事
業
≫

 

職
員
の
資
質
や
業
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
研
修
を
適
宜
実
施

す
る
。
 

市
 

少
子
・
高
齢
化
に
伴
う
社
会
構
造
の
変
革
の
中
、
市
民
か
ら

の
複
雑
・
多
様
化
し
た
行
政
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
応
え
ら
れ
る
職

員
の
育
成
を
図
る
。
ま
た
、
播
磨
科
学
公
園
都
市
圏
域
定
住
自

立
圏
内
の
行
政
課
題
を
共
通
認
識
し
、
圏
域
内
の
交
流
を
深
め

な
が
ら
相
互
に
職
員
の
能
力
向
上
、
課
題
解
決
を
目
指
す
も
の

で
あ
り
、
そ
の
事
業
効
果
は
将
来
持
続
的
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
。
 

 

 



 

56 

 

たつの市過疎地域持続的発展計画参考資料 

≪主な用語解説≫ 

ページ 用語 解説 

1、16 
重要伝統的建造物群

保存地区 

伝統的建造物及び一体をなしてその価値を形成している

環境を保存するために市が指定した区域のうち、価値が特

に高いものとして国が選定した地区（文化財保護法） 

4、17、19 ６次産業化 

農林漁業者（１次産業従事者）が原材料供給者としてだ

けではなく、「地域資源」を有効に活用し、加工（２次産

業）・流通や販売（３次産業）に取り組む経営の多角化を

進め、農山漁村の雇用確保や所得の向上を目指すこと。 

4 地産地消 
地域で生産された農林水産物を、その生産された地域内

において消費する取組 

7 普通交付税 

標準的な行政を行うにあたり必要となる費用を計算し、

そこから市税などの収入を差し引くことで、標準的な行政

運営に不足する費用を国が交付するもの。合併市町村に対

し、合併後一定期間、特例的に交付額の加算があった。 

7、11、20 インフラ 

インフラストラクチャー（Infrastructure）の略称。産

業や社会生活の基盤として整備される建築物や道路・橋り

ょうなどの施設、上下水道、電気・ガス、情報通信などの

設備 

7 実質公債費比率 

公共施設整備などのための借入の返済金等が、市の標準

的な収入額にどの程度占めているのかを表す健全化判断の

指標の一つ。財政構造の健全化度合いを判断する材料とな

る。 

7 経常収支比率 

扶助費などの経常的な義務的経費に、市税などの経常的

な収入をどの程度充てているかを示す指標のこと。財政構

造の弾力性を判断する材料となる。 

7 将来負担比率 
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債総額の標準財

政規模に対する比率のこと。 

9 
バックキャスティン

グ 

望ましい未来を描き、そこから現在を振り返って何をす

べきかを分析し、実行する手法のこと。現状への対応（フ

ォアキャスティング）と異なり、根本的な課題解決を図る

際に有効である。 

9 
ワイズ・スペンディ

ング 

「政策効果が高く必要な歳出に重点化、重点化すべき歳

出と抑制すべき歳出とでメリハリをつけた思慮深い配分、

大きな構造変化の中で経済と財政を立て直すための積極的

な発想」のことをいう。 

9 スマート自治体 

ＡＩ等のようなソフトウェアロボットなどの技術を駆使

して、定型的な業務を自動化したり、共通基盤を用いて効

率的にサービスを提供したりすることを可能とした自治体

のあり方 

10 人口フレーム 
将来における計画的なまちづくりを進めるため、根幹と

なるまちの規模を想定する基本的な指標となるもの。 

10 合計特殊出生率 一人の女性が生涯何人の子どもを産むのかを表す指数 

11 減築 

建築面積の一部や階数を減らすなど建築物の床面積を減

らすことで、維持管理の負担軽減や省エネ、余剰スペース

の有効活用等を図ること。 
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ページ 用語 解説 

12、13、

18、19、

21、22、

25、26、

29、34、

38、41、 

44、47、 

48、54、 

55 

播磨科学公園都市圏

域定住自立圏 

たつの市を中心市に播磨科学公園都市を核とした生活圏

や経済圏を共にする市町（宍粟市・上郡町・佐用町）が形

成する定住自立圏 

13、45、

46、47 
ＵＩＪターン 

Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンを合わせた言葉で、大都

市圏から地方に移住する人の動きの総称。Ｕターンは出身

地に戻る形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住する形

態、Ｊターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態 

13 空き家バンク 
空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情

報を集約し、空き家の利活用を希望する人に紹介する制度 

13、14、

45、46 
多文化共生 

国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的な違いを認

め合い、対等な関係を築きながら共に生きていくこと。 

13、46 フィールドワーク 
出版物等では学べない情報を、直接現地で集める調査手

法のこと。 

13、16、

18、46、 

47 

関係人口 

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人

口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこ

と。 

16 ＥＣサイト 
Electronic Commerceの略。イーコマース(電子商取引)を

行うすべてのＷＥＢサイトの総称 

16 テレワーク 
自宅や移動の合間、コワーキングスペース等の施設を利

用して、働く人が働く場所を選べる働き方 

16、20、

34、35、

36、37、

38、53 

54 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。情報

通信技術（教育においてはコンピュータや情報通信ネット

ワークなどの情報手段に加え、視聴覚教材や教育機器など

が含まれる。） 

16 交通結節点 

交通手段相互の接続に当たり、安全で快適な乗り換え環

境を有する施設。具体的には、鉄道駅、バスターミナル、

駅前広場等を指す。 

17 認定農業者 
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市

町村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人のこと。 

17 集落営農組織 
集落を単位として、農業生産過程の全部または一部につ

いて共同で取り組む組織 

17 広域連携 
多様化・複雑化している課題等に対して、複数の自治体

が共同で対応することで解決を図る考え方 

17 スマート田んぼダム 

一時的に田んぼに貯水することで、排水をコントロール

し、洪水被害を軽減させる取組を田んぼダムといい、この

操作をＩＣＴの活用によって遠隔で自動給水、自動排水す

ること。 

17、20 スマート農業 ロボット、ＡＩ等先端技術を活用する農業のこと。 

18 
シティプロモーショ

ン 

移住・定住や観光振興等を目的として、まちの魅力を市

内外にアピールする一連の事業 
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ページ 用語 解説 

18、19 
播磨圏域連携中枢都

市圏 

相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市

町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により、一

定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠

点づくりを推進する政策（姫路市、相生市、加古川市、赤

穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨

町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町の

８市８町により形成） 

18 バリアフリー 

障害のある人や高齢により身体機能が低下した人の日常

生活や社会生活における物理的、心理的、情報に関する障

害（バリア）を取り除いていくこと。 

20 遠隔医療 
オンライン診療、遠隔医療健康相談等、情報通信機器を

活用した健康増進、医療に関する行為のこと。 

20 

ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーショ

ン） 

情報通信技術が社会のあらゆる領域に浸透することによ

ってもたらされる変革 

20 ブロードバンド 
高速・大容量のデータ通信ができるネットワークサービ

ス 

22、23 グリーンベルト 

道路の路側帯を緑色に着色したもので、歩道が整備され

ていない区間において、車の運転者が車道と路側帯を視覚

的に、より明瞭に区分できるようにして歩行者との接触事

故を防止するもの。 

22 マイレール意識 

自動車の普及や少子化等の影響により、地方ローカル線

の存続が危ぶまれる中、鉄道の必要性と重要性を行政や住

民等があらためて認識し、自ら地域の鉄道を守り育ててい

く意識のこと。 

22 道路ストック 
これまでに整備を行ってきた、道路の舗装、道路橋、ト

ンネルの総称 

24、26、28 
アセットマネジメン

ト 

持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点

に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的

かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活

動 

24、26、28 
ストックマネジメン

ト 

下水道ストック（施設）の健全度や重要度を考慮した効

果的な点検・調査を実施し、安全性を確保するための適切

な維持修繕・改築更新など計画的かつ効率的に施設管理を

行うこと。 

24、49 循環型社会 

環境への負荷を減らすために、自然界から採取する資源

をできるだけ少なくし、それを有効に使うことによって、

廃棄されるものを最小限に抑える社会 

27、49 フードドライブ 
家庭で余っている食品をゴミにせずに持ち寄り、それを

まとめて必要とする福祉団体等に寄付する活動 

28 ダウンサイジング 

水需要の予測に基づき、施設利用率及び最大負荷率を考

慮し、施設の統廃合により配水能力を縮小することで、維

持管理費及び更新費用の軽減を図ること。 

29 
幼保連携型認定こど

も園 

保育所・幼稚園の両方の機能を併せ持ち、小学校就学前

の子どもに対する保育及び教育並びに保護者に対する子育

て支援の総合的な提供を行う施設 

 



 

59 

 

ページ 用語 解説 

29、31 フレイル 

加齢による体力・気力の衰えにより、病気にならないま

でも手助けや介護を必要とするような、心と体の働きが弱

くなった状態のこと。 

29 フォーマルサービス 
制度的に位置付けられた公的な援助のこと。（ホームヘ

ルプサービス、デイサービス等） 

29 
インフォーマルサー

ビス 

近隣、地域社会、民間、ボランティア等が行う非公的な

援助のこと。 

29、34 
地域包括ケアシステ

ム 

高齢者が、要介護状態になっても住み慣れた地域で自分

らしい生活を最後まで送れるように地域がサポートし合う

社会システムのこと。 

31 
介護予防ケアマネジ

メント 

要介護状態に至らないようにするために、あるいは日常

生活に支援が必要な人に対して、その人の状況や環境に応

じた介護予防のサービスが提供されるように必要な援助を

行うこと。 

31、45、52 
生活支援コーディネ

ーター 

生活支援等サービスの提供体制の構築に向けた資源開発

やネットワーク構築を行う者 

31 認知症サポーター 
認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を応援す

る人 

33、51 
ファミリーサポート

センター 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい

人（協力会員）とがお互い会員になって、子育て中の人や

働く人の家庭を地域で支える相互扶助組織のこと。 

36 中１ギャップ 

小学校から中学校への進学に際し、上級生や教職員との

人間関係や学習環境への変化が大きく、円滑な接続がなさ

れずに不登校等に陥ってしまうこと。 

36、37、

38、54 

ＧＩＧＡスクール構

想 

１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体

的に整備し、多様な子どもたち一人ひとりに個別最適な学

びを実現するための構想 

36 キャリア形成 

学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社

会的、職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を

身につけること。 

37、53 ＡＬＴ 

Assistant Language Teacherの略で、国際文化の向上の

ため、外国語担当教員の助手として職務に従事し、教育教

材の準備や課外活動などに従事する外国語指導助手のこ

と。 

37 小１プロブレム 

小学校に入学したばかりの１年生が、「集団行動がとれ

ない」「授業中に座っていられない」「先生の話を聞かな

い」など、学校生活になじめない状態が数か月続くこと。 

38、54 インクルーシブ教育 

人間の多様性の尊重等の強化、障害のある人が精神的及

び身体的な機能等を最大限度まで発達させ、自由な社会に

効果的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害

のある人と障害のない人が共に学ぶ教育 

39、55 こども未来応援塾 

夏季休業期間において、希望する児童を対象に地域ボラ

ンティア等の協力を得て、学習習慣や基礎学力の定着を目

指す取組 

42 再生可能エネルギー 

自然現象としてのエネルギーを取り出し利用する、太陽

光、風力、小規模水力、バイオマスなどの新エネルギー 
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ページ 用語 解説 

42 脱炭素社会 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し

ていくのと同時に、排出が避けられない温室効果ガスを後

から回収することで、温室効果ガス排出量「実質ゼロ」を

目指す社会 

42 
カーボンニュートラ

ル 

温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し

引いて合計を実質的にゼロにすること。 

43 
たつの市男女共同参

画プラン 

男女が共に平等な立場で社会のあらゆる分野において参

画し、利益と責任を分かち合える社会の実現を目指し、総

合的・計画的に施策を推進するための指針としてたつの市

が策定したもの。 

43 性的マイノリティ 
同性愛者、両性愛者、性同一性障害のある人など、性的

少数者のこと。 

43 ＬＧＢＴＱ＋ 

性の多様性において少数者である「性的マイノリティ」

の総称のひとつ。レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・

トランスジェンダー・クエスチョニング/クィアの頭文字

と、これら以外の性の多様性を示す「＋」を併せて示して

いる。 

45 ＡＩ 

Artificial Intelligenceの略称で、人工知能と訳され

る。言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間に

代わってコンピュータに行わせる技術 

47 マイクロツーリズム 
自宅から１～２時間圏内の地元、または近隣への宿泊観

光や日帰り観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


